
総務企画委員会会議記録 

 

総務企画委員長  森 誠一   

 

１ 日 時 

   令和４年３月１８日（金） 午後１時００分から 

                午後４時２５分まで 

 

２ 場 所 

   第４委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

森誠一、清田哲也、志村学、井上伸史、浦野英樹、玉田輝義、堤栄三 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   太田正美、木田昇、藤田正道、河野成司 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   総務部長 和田雅晴、企画振興部長 大塚浩、 

   会計管理者兼会計管理局長 森山成夫、議会事務局長 二日市聖子、 

   人事委員会事務局長 法華津敏郎、監査委員事務局長 牧敏弘 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分、第１７号議案及び第２０号議案については賛成多

数をもって、第２号議案、第１２号議案、第１６号議案、第１８号議案、第１９号議案及

び第２１号議案については全会一致をもって、いずれも可決すべきものと決定した。 

（２）第１号報告のうち本委員会関係部分については、承認すべきものと全会一致をもって決

定した。 

（３）陳情３６、３９について質疑を行った。 

（４）行政手続の電子化及びキャッシュレス実施計画について、次期大分県海外戦略について

並びに東アジア文化都市２０２２大分県についてなど、執行部から報告を受けた。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    課長補佐（総括） 冨高徳己 

   政策調査課政策法務班 主査       甲斐諒子 



総務企画委員会次第 

 

                                      日時：令和４年３月１８日（金）１３：００～ 

                                       場所：第４委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及び監査委員事務局関係 

１３：００～１３：３５ 

（１）付託案件の審査 

   第  １号議案 令和４年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

   第 １２号議案 令和４年度大分県用品調達特別会計予算 

（２）その他 

 

 

３ 総務部関係                        １３：３５～１４：５５ 

（１）付託案件の審査 

   第  １号議案 令和４年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

   第  ２号議案 令和４年度大分県公債管理特別会計予算 

   第  １号報告 令和３年度大分県一般会計補正予算（第１２号）について 

           （本委員会関係部分） 

   第 １６号議案 包括外部監査契約の締結について 

   第 １７号議案 大分県個人情報保護条例等の一部改正について 

           （福祉保健生活環境委員会へ合い議） 

   第 １８号議案 職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正について 

           （文教警察委員会へ合い議） 

   第 １９号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

   第 ２０号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正について 

   第 ２１号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 

           （福祉保健生活環境、商工観光労働企業、農林水産、土木建築及び 

            文教警察委員会へ合い議） 

（２）付託外案件の審査 

   陳  情 ３６ 対外的情報省の設立を求める意見書の提出について 

（３）諸般の報告 

   ①行政手続の電子化及びキャッシュレス実施計画について 

   ②大分県税条例等の一部を改正する条例案について 

（４）その他 

 

 

４ 企画振興部関係                                   １５：００～１６：２０ 

（１）付託案件の審査 

   第  １号議案 令和４年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

（２）付託外案件の審査 



   陳  情 ３９ 大分県版地方創生の不備事項指摘問題について 

（３）諸般の報告 

      ①次期大分県海外戦略について 

   ②東アジア文化都市２０２２大分県について 

   ③令和３年１０月１日の推計人口と国勢調査結果のポイントについて 

（４）その他 

 

 

５ 協議事項                                               １６：２０～１６：２５ 

（１）その他 

 

 

６ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

森委員長 ただいまから、総務企画委員会を開

きます。 

 本日は、委員外議員として太田議員、木田議

員、藤田議員、河野議員に出席いただいていま

す。 

 委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう、要点を簡潔に

御発言願います。 

 なお、本日は、予算特別委員会分科会もあわ

せて行いますので、御了承願います。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案９件、報告１件です。この際、案件全部を

一括議題とし、これより会計管理局、議会事務

局、人事委員会事務局及び監査委員事務局関係

の審査に入ります。 

 まず、第１号議案令和４年度大分県一般会計

予算のうち、各局関係部分について、会計管理

局から順次説明願います。 

森山会計管理局長 令和４年度大分県一般会計

予算のうち、会計管理局関係分について御説明

します。 

 タブレットにある資料 、令和４年度予算概要、

会計管理局の２ページをお開きください。 

会計管理局予算の総括表です。 左から２列目、

当初予算額（Ａ）の一番下、合計欄を御覧くだ

さい。 

 人件費が４億６，６２６万１千円、その下の

事業費が７億４，１５４万円６千円、計１２億

７８０万７千円です。 

 歳出のうち主なものについて御説明します。

４ページをお開きください。 

事業名欄の会計管理費３， ３３０万５千円は、

会計課及び審査・指導室所属の会計年度任用職

員経費等です。その下の財務会計システム更新

事業費２億９，００２万円は、来年度から開発

に入る財務総合システムの開発業務委託料です。

次の５ページの資料を御覧ください。中ほどの

右側に再開発に向けたポイントとありますが、

今回の再開発のポイントの一つが、使用料、手

数料など納付書による公金の収納のキャシュレ

ス化に対応すること。二つ目は、光熱水費等定

例的な支払業務の自動化の機能等を導入するこ

と。三つ目、これが一番大きな変更点となりま

すが、財務に関連する予算編成や県有財産管理

等、現在個別に運用されているシステムを統合

するとともに、人事給与等関係の深いシステム

と連係させるもので、これらにより、財務会計

業務の一層の効率化、省力化を図るものです。 

 一番下の開発スケジュールに記載のとおり、

開発期間は令和４年度から６年度までの３年間

となります。このため、次の６ページを見てい

ただくと５億２，９４９万２千円の債務負担行

為の承認をお願いしています。 

 次の８ページをお開きください。事業名欄の

会計管理費１億２，４５５万２千円は、用度管

財課所属の物品の調達及び管理指導、電子入札

システムの運用などに要する用度事業費、それ

と本庁集中管理車の維持管理や電動車の導入等

に要する管理車維持事業費です。 

 次の９ページをお開きください。事業名欄一

番上、県庁舎管理費２億２，３７８万６千円は

県庁舎本館及び新館の清掃委託料や光熱水費な

どの管理経費です。 

二日市議会事務局長 議会事務局関係について

御説明します。同じタブレット資料の１５ペー

ジをお開き願います。 

 議会事務局当初予算の総額は、表の左下合計

欄にあるように１１億４， ８３８万３千円です。 

 次の１６ページを御覧ください。表右上の第

１目議会費の表ですが、左下にあるように８億

７，０７０万２千円です。その内訳として、事

業名欄の議員報酬手当等６億１，８９５万９千

円は、期末手当を含む議員報酬です。 

 次の議会運営費９，４７３万３千円は、右の

事業概要欄にあるように、本年度末に購入した

議員用タブレット端末の通信料や議会広報等の

経費です。その下、政務活動費交付金１億５，
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４８０万円は、各会派に交付するもので、県議

会政策機能強化事業費２２１万円は、政策検討

協議会に要する経費等です。 

 次の１７ページを御覧ください。表の右上、

第２目事務局費は、表の左下にあるように２億

７，７６８万１千円です。その内訳として、事

業名欄の給与費２億３，７４６万９千円は、事

務局職員３１名分の給与です。その下、事務局

運営費４，０２１万２千円は、事業概要欄にあ

るように、議場傍聴席モニター設置工事費１７

４万円や事務局の印刷消耗費等です。新年度に

は、傍聴席の方々に議場放送が御覧いただける

モニターを左右２か所に設置するよう計画して

います。 

法華津人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会関係分について御説明します。同じタブレ

ット資料の１９ページを御覧ください。 

 第２款第８項人事委員会費の予算額は、総括

表の左下に記載しているとおり、 総額で１億５，

３０５万８千円です。総括表の右下に記載して

いるとおり、令和３年度当初予算額と比較して

７万９千円の減となっています。 

 次の２０ページをお願いします。右肩に示し

ている第１目の委員会費の内訳です。 

 一番左の列、事業名欄の上の段にある委員報

酬６７８万円は、人事委員３名分の報酬です。

その下の委員会運営費６４万８千円は、人事委

員会の開催、各種会議等への出席等、委員会の

運営に要する経費です。 

 次の２１ページをお願いします。第２目事務

局費の内訳です。事業名欄の一番上の段、給与

費１億１，７８０万７千円は事務局職員１５人

分の給与です。その下の事務局運営費３８５万

５千円は、会計年度任用職員１人分の報酬、手

当や各種会議等への出席など、事務局の運営、

管理に要する経費です。 

 その下の任用関係事業費２，２０９万８千円

は、職員募集、採用試験の実施等に要する経費

です。人口減少による学生数減少や民間企業の

採用活動の活発化及び早期化により、公務員試

験の受験者数が年々減少していることから、民

間志望者も受験しやすいように令和２年度から

行政職で実施している上級（特別枠）試験を総

合土木職においても実施します。また、職員募

集活動については、大学訪問等はもとより、Ｓ

ＮＳの活用やホームページの拡充など積極的に

行っていくことにしており、３０２万３千円の

増となっています。 

 その下の給与関係事業費１５７万１千円は、

県職員の給与等に関する報告及び勧告等に要す

る経費です。 

 最後の審査関係事業費２９万９千円は、公平

審査事務等に要する経費です。 

牧監査委員事務局長 監査委員事務局関係分に

ついて御説明します。タブレット資料の２３ペ

ージをお開き願います。 

 監査委員事務局関係の予算は、表側に記載し

ている人件費と事業費を合わせ、表の一番下、

合計欄左から２列目にあるように２億１１４万

８千円となっています。 

 次の２４ページをお開き願います。まず、第

１目委員費は、表の一番下、目計欄左から２列

目にあるように１，９２６万円です。その内訳

ですが、表の一番上に戻り事業名欄の一番上、

委員報酬５６４万円は、非常勤の識見監査委員

１名と議会選出の監査委員２名分の報酬です。

その下の給与費１，２４０万１千円は、常勤の

監査委員１名分の給料や職員手当等、その下の

監査経費１２１万９千円は、監査委員が行う委

員監査等に係る旅費等です。 

 次の２５ページをお願いします。第２目事務

局費は、表の一番下、目計欄左から２列目にあ

るように１億８，１８８万８千円です。その内

訳ですが、表の一番上に戻り、事業名欄の一番

上、事務局運営費１，１２５万２千円は、監査

等の実施に伴う職員旅費や需用費、会計年度任

用職員の報酬等の経費です。 

 その下の給与費１億７，０６３万６千円は、

事務局職員２１名分の給料等です。表の下、目

計の中ほどにありますが、令和３年度分と来年

度分の予算を比較しています。事業概要欄の一

番下にあるとおり、前年度比較で９０３万７千

円の減額となっていますが、これは期末手当の

支給率の引下げや再任用職員の増による給与総
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額の減などによるものです。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑がありましたらお願いします。 

堤委員 財務総合システム開発について、キャ

ッシュレス対応で納入通知収納と書いてありま

したが、納入対応は窓口とか銀行振込とか、い

ろいろなケースがあると思います。それをキャ

ッシュレス対応に比重を置いていくという意味

でしょうか。 

清長審査・指導室長 今御質問いただいたキャ

ッシュレスに比重を置いていくかとのことです

が、いろんな支払方法ができることで県民の利

便性を向上させます。もちろん、納めていただ

く方の判断になりますが、今までは基本的に銀

行の空いている時間帯などの制約があったので、

その制約が外れていく形になるかと思います。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、委員外議員の方は質疑あ

りませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに質疑もないので、これで質疑

を終わります。 

 なお、採決は、本日最後の部局審査の際に、

一括して行います。 

 次に、第１２号議案令和４年度大分県用品調

達特別会計予算について、執行部の説明を求め

ます。 

森山会計管理局長 タブレット資料の１１ペー

ジにお戻りください。令和４年度大分県用品調

達特別会計予算について説明します。 

 この特別会計は、県の機関で使用する消耗品

や備品の調達事務を一元的に行うために設けて

いるものです。 

 総括表の一番下、計の欄ですが、当初予算額

は２１億８０２万５千円です。一番右の比較欄

を御覧ください。前年度と比較して２億５，９

８０万２千円の増額となっています。これは、

教育庁のものづくりスペシャリスト育成推進事

業に係る備品購入費や公用車のガソリン代等、

燃料費単価の上昇を見込んだものなどです。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様、質疑

がありましたらお願いします。 

堤委員 大体いつも確認していますが、県内の

事業者に対する地元発注の割合というか、結構

これは金額的に大きいし、地元に経済効果も起

きると思いますが、その辺の発注割合はどうで

しょうか。 

渡邉用度管財課長 中小企業活性化条例の契約

率目標は、令和２年度で８７％となっており、

発注状況は８６．１％で、ほぼ達成しています。 

 少し足りない部分がありますが、原因はトナ

ーカートリッジの純正品や精密機械など、県外

で生産されているものがあります。こういった

ものはどうしても県外の発注になりますが、お

おむね達成しています。 

堤委員 金額的に大きいからね。ぜひ頑張って

ください。お願いします。 

森委員長 そのほか、委員からありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、委員外議員の皆様は質疑

ありませんか。 

河野委員外議員 この特別会計の部分で、やは

り用品調達特別会計は、いかに公金を効率的に

使うかが主だと思っています。今正に石油価格

を含め、あらゆるものが物価上昇しようとして

いますが、この予算が通った暁には、先々の値

上げを想定して、年間の使用量や最低使用量を

一括して、早期購入をかける柔軟性はお持ちで

しょうか。 

渡邉用度管財課長 物価上昇も十分考えられる

ので、例えば公用車等になると、納期に６か月

ぐらいかかると言われており、随時発注ではな

く、できるだけ早く一括して発注するようにし

て柔軟に対応します。 

森委員長 そのほかありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに質疑もないので、これより採

決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 
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森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかにないので、最後に私から一言

御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

  〔代表して監査委員事務局長挨拶〕 

森委員長 退職されるほかの方々からも、一言

お願いします。 

  〔退職予定者挨拶〕 

森委員長 以上をもって各局関係の審査を終わ

ります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 

  〔各局退室、総務部入室〕 

 

森委員長 これより、総務部関係の審査に入り

ます。 

 本日は、委員外議員として太田議員、木田議

員、藤田議員、河野議員に出席いただいていま

す。 

 それでは、第１号議案令和４年度大分県一般

会計予算のうち、総務部関係部分について、執

行部の説明を求めます。 

和田総務部長 初めに私から、本日審査をお願

いしている案件等について概括的に説明します。  

タブレットの１ページ目になりますけれども、

本日の委員会においては、総務部関係では付託

案件９件について審査をお願いしています。 

 第１号議案令和４年度大分県一般会計予算に

ついては、新型コロナウイルス感染拡大防止の

徹底と、社会経済の再活性化、人口ビジョンの

実現を目指しての大分県版地方創生の加速。多

様な分野でのＤＸの推進や先端技術の活用。宇

宙への挑戦など、ポストコロナに向けた構造改

革の推進の三つを基本方針として編成しました。 

 また、第２０号議案職員の給与に関する条例 

等の一部改正については、人事委員会の勧告等

の趣旨を尊重し、国及び各県の給与改定等の事

情を考慮して、職員の期末手当の改定等を行う

必要があるため改正を行うものです。 

 その後、諸般の報告ですが、行政手続の電子

化及びキャッシュレス実施計画については、令

和６年度までに行政手続の１００％電子化を目

指しており、今年度、各手続の所管所属で６年

度までの工程表を作成したので御報告します。  

 また、キャッシュレス実施計画についてはパ

ブリックコメントの意見等を踏まえ、成案とし

て取りまとめたのであわせて報告します。 

 最後に、大分県税条例等の一部を改正する条

例案については、現在、国会で審議中の地方税

法等の一部を改正する法律案が可決成立した場

合には大分県税条例の関係する部分について、

専決処分により改正させていただきたいと考え

ています。 

 各事項の詳細については、それぞれ担当する

所属長から説明しますので、どうぞよろしくお

願いします。 

比護行政企画課長 続いて、第１号議案令和４

年度大分県一般会計予算のうち、総務部関係部

分について説明します。 

 なお、歳入全般については、予算特別委員会

で説明したので省略します。 

 令和４年度総務部予算概要の２ページからで

すが、お手元のタブレット総務企画委員会資料

１ページを御覧ください。 

 総務部関係の一般会計予算額は、左から２列

目、予算額（Ａ）欄の上から３行目、計にある

ように１，６４７億２，５３５万７千円です。 

これを３年度当初予算額と比較すると、右端の

前年度対比欄にあるように７５億１，３６３万

５千円、率にして４．８％の増となります。こ

れは、製油所再稼働に伴う原粗油の輸入量増の

影響等により、税収が増収となったことに伴う

地方消費税清算金の増等によるものです。 

 次に、予算特別委員会で説明を省略した事業

のうち、主な事業について説明します。 

 ２ページを御覧ください。事業名欄の上から

２行目、次世代型情報システム基盤整備事業費

３億１，７９４万９千円は行政手続のオンライ

ン化や各業務システムと基幹システムの連携に

よる職員の業務効率化等、行政のＤＸを推進す
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るため、情報システム連携基盤環境の構築を行

うものです。概要については、後ほど電子自治

体推進室長より説明します。 

 次の３ページを御覧ください。事業名欄、県

有建築物保全事業費３０億円は、県有建築物を

長期にわたり安全・安心な状態で活用するとと

もに、老朽化に伴う財政負担を縮減、平準化す

るため施設改修を一元的に管理し、計画的な保

全工事を行うものです。 

 次の４ページを御覧ください。主な工事内容

として、令和４年度には豊後大野総合庁舎の大

規模改修工事を行うほか、４３施設の改修工事

等を行います。 

 次の５ページを御覧ください。事業名欄の上

から３行目、県税システム改修事業費１億５，

４６１万円は、 納税者の利便性向上を図るため、

地方税統一ＱＲコードの活用に向けた自動車税

システムや税総合システムを改修するものです。 

 次の６ページを御覧ください。事業名欄、政

策自治体を担う地方創生人材育成事業費３１５

万３千円は、市町村実務研修制度等を通じて、

地方創生を担う市町村職員の人材育成を支援す

るものです。 

 次の７ページを御覧ください。事業名欄、地

方自治振興事業費５億９，５４２万７千円は、

主に地域振興事業や災害関連事業を対象とする

市町村の貸付事業等の原資とするため、市町村

振興宝くじ――サマージャンボ、ハロウィンジ

ャンボの収益金を公益財団法人大分県市町村振

興協会に対し交付するものです。 

 次の８ページを御覧ください。事業名欄、地

方選挙執行経費２億６，８２０万８千円は、令

和５年４月に予定されている大分県知事選挙及

び大分県議会議員選挙に係る経費です。投票用

紙の印刷や政見放送の制作経費及び市町村への

交付金等の選挙執行経費のうち、令和４年度に

要する経費です。 

 次の９ページを御覧ください。事業名欄、参

議院議員選挙執行経費６億７，８０５万８千円

は、本年７月２５日の任期満了により行われる

参議院議員通常選挙の執行に要する経費です。 

 １０ページの事業名欄の一番上、明るい選挙

推進事業費及びその下の地方選挙臨時啓発事業

費、参議院議員選挙臨時啓発事業費により、有

権者への啓発に取り組みます。 

 次の１１ページを御覧ください。事業名欄の

上から４行目の総務事務システム改修事業費２，

０８５万６千円は、令和４年１０月１日に施行

される地方公務員等共済組合法の一部改正に伴

い、会計年度任用職員が共済加入となることか

ら、総務事務システムの改修を行うものです。 

 以上で、総務部関係の一般会計予算の説明を

終わります。 

 なお、地方税法等の一部を改正する法律案が

現在開会中の国会に提出されています。この法

律案が可決、成立した場合、本年４月１日から

施行される規定があることから、当該部分に関

係する大分県税条例を専決処分により改正させ

ていただきたいと考えています。詳細について

は、後ほど税務課長から説明します。 

 また、令和３年度一般会計予算について、歳

入では地方交付税や地方譲与税、歳出では退職

手当等の確定などを踏まえ、必要に応じて３月

末に補正の専決処分をさせていただくこととな

るので、この点もあわせてよろしくお願いしま

す。 

小石電子自治体推進室長  資料の１２ページを

御覧ください。次世代型情報システム基盤整備

事業について説明します。 

 令和２年策定の大分県行財政改革推進計画に

基づき、県では、行政手続の電子化を進めてい

ます。左の１現状と課題①のとおり、現状では

申請された電子データを紙に印刷し、業務シス

テムへ入力するなどの手作業が残っています。

庁内のオンライン化が課題となっています。ま

た、その下の②のように、庁内で各所属が保有

する行政データを利活用する際に、データを集

めたり、加工したりするのに手間がかかってい

ます。データの共有や流通が課題となっていま

す。 

 そこで、本事業では２整備方針に示すような

電子データの中継や変換ができ、さらに庁内の

行政データを一元管理できる共通基盤を整備し、

電子データの流通を進めていきます。 
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 次の１３ページを御覧ください。本事業で整

備する共通基盤の具体的機能の概要と効果のイ

メージです。真ん中の丸い絵のところですが、

当該システムでは、庁内のデータをつなぐ、貯

める、活用するの、三つの機能を実装すること

としています。 

 一つ目はデータをつなぐための機能１データ

連携です。この機能を活用することで他システ

ムを極力改修せずに、システム間連携を実現す

るとともに、システム改修コストの削減やこれ

まで連携ができていなかったシステム間の連携

を実現することで、業務の効率化及び全体最適

化を図ります。具体的には、電子申請システム

の申請情報を関連する複数の庁内業務システム

と連携し、キャッシュレス収納情報を財務会計

システムへ連携する等により申請業務の庁内で

のオンライン化を実現します。 

将来的には、国や市町村のガバメントクラウ

ドとの連携窓口としての役割も予定しています。 

これにより、効果１――左上の赤字のところで

すが、県民サービスの向上や効果２、右の中ほ

どに赤字で書いていますが、手作業をなくすこ

とで、業務効率化を図ります。 

 二つ目はデータを貯めるための機能です。機

能２――真ん中に青地の白抜きで書いています

が、機能２統合データベースです。これまで個

別にほかの部署へ依頼し取得していた様々な業

務データを一元化し、所在管理を容易にするこ

とで、関連データも含めて迅速に収集すること

が可能となります。 

 三つ目はデータを活用するための機能３――

真ん中の下の方に書いていますけれども、機能

３データ検索・分析です。蓄積されたデータを

全職員が容易に見える化できるようにし、分野

横断的、多角的な比較分析などを行うことで、

政策の効果的な立案につなげ、下の方に書いて

ある効果３の業務高度化を図り、行政サービス

の質の向上につなげていきます。 

 本基盤を整備することにより、庁内業務のＤ

Ｘ、データ利活用促進をはじめとして、国・他

自治体との容易な連携を実現し、県民、事業者

等の豊かな暮らしや産業振興につないでいきた

いと考えています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様、質疑

がありましたらお願いします。 

玉田委員 ４ページの県有建築物保全事業で、

これだけの項目がずっと上がっていて、この事

業の中身というよりは、昨年３月に県が第３期

大分県温暖化対策実行計画を策定し、２０３０

年までの削減目標を定めています。今回の保全

事業の中で、ＣＯ２排出削減の考え方、あるい

は省エネという考え方は、今の段階で事業に入

れ込んでいるのでしょうか。例えば、建築基準

の中にそういうものを取り入れてやりなさいと

か、そういう状況になっているのかが一つ。 

 それと、県の削減目標計画がある中で、県有

財産を新たに保全したり、改修したり、新築す

る段階で、そういう考え方がどのくらい浸透し

ているのかを伺います。 

樋口県営財産経営室長 一般質問でもいろいろ

と質問をいただきましたが、御案内のとおり国

も、例えば庁舎関係でいえばＺＥＢ――ゼロ・

エネルギー・ビルディングですが、この基準は

公適債――公共施設等適正管理推進事業債務事

業のメニューとして、来年度から追加する動き

があります。 

 このＺＥＢは、一次エネルギー――建物その

ものが使うエネルギーですが、これを半分まで

省エネしよう、残りの半分を創エネ――エネル

ギーをつくろうとする基準となっています。 

 ところが、例えば屋根にソーラーパネルを置

く面積が限られるなど、創エネが難しい状況は

どこも同じでして、そういった中でエネルギー

消費量を少しでも減らしていこうという省エネ

の考え方は、ずっと全国、我々も一緒で取り組

んできています。 

 最近はだいぶ値段が安くなってきたので、蛍

光灯からＬＥＤ化を少し進めていく。また、空

調機械などの改修をする際には、省エネタイプ

に替えていくといった取組はこれまでもやって

きています。では、どこを目指すのかという数

値目標の質問がありましたが、まだまだこれか

らになってくると思います。 
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 ただ、今までも取り組んでいる温暖化対策の

中には、省エネのほかに木質化や木造化も入っ

てきており、木造化は農林水産部と一緒に取り

組んでいます。そういったものをあわせて、計

画の中で今後どう位置付けていくかは、正に今

生活環境部と協議を進めています。土木建築部

とも連携を取りながら、今やっているところで

す。 

玉田委員 今段階での話と了解しました。 ただ、

この改修が終わったら、次は長寿命化――建物

を保たせるということで、２０５０年、あと３

０年ぐらい建物を保たせるという考え方でいけ

ば、今改修する段階で限りなくゼロに近づける

考え方でないと厳しいのかなと、 ３０年後にね。 

 そういう視点で、来年度以降に造るいろいろ

なもの、新築するものについて、そういう考え

方が入っているのか、すごく気になっていまし

た。まだそういう段階だと、ちょっと致し方な

い、遅いのかなというイメージがありますが、

できるだけそういう視点で取り組んでほしいと

いうことで、よろしくお願いします。 

樋口県営財産経営室長 長寿命化の視点から見

ると、もともと現在のストック、建物が相当量

あり、これを長く使うことは既存の建物を改修

していくのがベースになると思います。 

 国も２０５０年までの間、２０３０年に中間

目標を設けたいと考えているようで、そういっ

た情報も取りながら、それにあわせて新築の際

はゼロになるべく近づけていく、改修の際もで

きるだけ温暖化対策になるような改修を目指す

考え方で取り組もうとしています。 

井上委員 ６ページの新規事業、政策自治体を

担う地方創生人材育成事業ですが、これで本当

に人材育成できるのか。予算的に少ないことが

第１点。 

 先進地視察については誰が行くんですか。職

員が行くのか、それとも市町村から代表を選ん

でいくのか。どういった形で視察旅費を組んで

いるのか説明をお願いします。 

井下市町村振興課長 政策自治体を担う地方創

生人材育成事業についてお答えします。 

 まず１点目の予算が少ないのではないかとい

う御懸念ですが、事業内容が市町村職員を県に

受け入れ、人材育成を図っていく制度なので、

通常の業務に関する予算に関しては、これとは

別にそれぞれの所属の予算で育成していくので、

これに関して十分な予算立てをしていると認識

しています。 

 それからもう１点の県外視察ですが、実際に

受け入れた市町村職員と県職員が２人１組にな

って県外出張に行く事業です。 

井上委員 結局、県職員と市町村職員が２人で

先進地視察に行くわけ。その旅費ですか。 

井下市町村振興課長 説明が十分でなくて、す

みません。実務研修生を実際に受け入れた所属

で、それぞれの地域課題を解決するためにどの

ような先進的な取組を行っているかを調査して

います。県職員とバディーを組んで、県外の先

進的な取組を行っている市町村に、具体的な取

組について学んでいただく分の旅費になります。 

井上委員 あなたが１８市町村の中で行く人た

ち、職員を選ぶわけ。そうだとすれば、ほとん

どの市町村がそういう思いですよね。だとすれ

ば、行きたい人は相当多いのではないか、２人

ではちょっと少ないのではないかね。どういう

選び方をしていくのか。やり方は分かるけど、

その辺が少し分からない。 

和田総務部長 もう少し分かりやすく説明する

と、県では各市町村から１年単位で職員を派遣

してもらっています。基本的に派遣された職員

が対象になるので、１８市町村全てから職員が

来ているわけでなく、来ているところもあれば

来ていない市町村もあります。県に来ている方

が仕事をしながら、せっかくなので、研究もし

てもらおうということです。 

 一例を申しますと、例えば法務室にも市町村

の職員が来ていて、今いろんな法務の仕事をし

ていますが、全国的に法務で面白い事例がない

かと調べてみたら、法務ドックというのをやっ

ているところがあり、そこに視察に行って調べ

てきました。市町村から派遣されている職員が

派遣されている所属の仕事に関して、先進的な

事例を県職員と一緒に調べに行き、調べた結果

は、発表会で発表するという事業になっていま
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す。 

 なので、全ての市町村で募集しているのでは

なくて、あくまでも県に派遣してもらっている

市町村職員が、県職員として同じ所属の県職員

と一緒に、その施策に関する先進地に行って、

いろんな事例を見てきて、それを持ち帰った上

で、みんなの前で発表してもらうところまでを

研修でやっているものです。 

井上委員 県に派遣されている市町村職員が県

職員と一緒に行くわけね。だから、全体から選

んでどうのこうのではないと。そうすると研修

は、大体年に１回か２回やるよね。市町村の会

館かなんかで研修をやる。そういう場合は百何

十人集まるじゃない。そういう形かなと思った

ので。 

和田総務部長 説明が分かりにくくて恐縮です。

１日集まる研修ではなく、１年間県に来てもら

って、例えば、法務室なら法務室に佐伯市の職

員が１年間法務室で県の仕事をし、その職員が

仕事の一環として県職員と出張して調べに行き

ます。１日だけ研修に来た職員がたまたま視察

に行くわけではなく、あくまで１年単位、１年

間ずっと県職員として県の仕事をしてもらって

いる職員を対象にやっている制度です。 

井上委員 ちなみに、何人ぐらいいらっしゃる

の。 

井下市町村振興課長 今年度１２人の実務研修

生を受け入れていて、来年度も同数の１２人で

す。 

 あくまでも市町村からどういう人材を育てた

いかと、そういう人材育成の考え方に基づき、

さきほど部長が申したように法務室の例であれ

ば、市町村の規模によっては法務的な人材を専

門部署がないがために育成できないので、法務

人材を育てるために県庁の法務室に派遣して、

ふだんから法律相談等に乗っていることから、

そういった業務に従事することにより、専門的

な知見を深めていただく。 

 さらに、それぞれの市町村に応じた個別課題

を解決するために、県外の先進的な自治体にそ

れぞれ１週間なり３日なり行っていただき、ど

ういう先進的な取組をやっているのかを学んで、

それを年度末の政策発表の場で、首長さん方に

来ていただいた前で発表していただきます。 

 ですから、あくまでも市町村の主体的な判断

に基づき、この職員にこういう専門的な知見を

身につけてほしいとの考え方で県が受け入れて

います。 

井上委員 また、実施の段階になったら教えて

ください。 

堤委員 予算特別委員会の質疑でも言いました

が、マイナンバーカードの関係で、これは数字

が分かるかな、今大分県全体ではマイナンバー

取得率は４割超えていますが、健康保険証と銀

行口座の連携――個別の２万ポイントの基本に

なるものですが、それがどこまで行っているか

分かりますかね。基本的に国の事業ですが、も

し分かれば教えてください。 

 もう一つは、税務業務のアウトソーシング。

これも以前確認しましたが、情報管理は守秘義

務とかいろいろなものできちっとやっていると

いう話も聞いています。結局アウトソーシング

の目的、つまり業務上の結局手間を省く程度な

のかなという気がして、その目的を少し教えて

いただきたい。 

 それとデータの関係で、さきほどの資料の情

報システム基盤整備についてですが、これは１

２ページの右に、オープンデータの提供と点線

で書いているところが非常に大きな問題になっ

てくると思います。今でも問題が大きいけれど

も、結局、利活用推進法とかいろんなものは民

間で開放するのが前提ですから、そのときに県

が個人情報保護条例の中で厳しく規定をしてい

るのを、今度は取っ払ってしまうという法律上

の規定に変わってしまう状況らしいですね。オ

ープンデータにしたときに匿名加工したとして

も、ＡＩを使って名前を特定するとか、国会の

中でも問題になっているわけで、県として、そ

ういう責任まで取れるのかな。情報を加工しま

した、オープンデータにしました、それがある

特定の企業によって個人が特定されてしまった

というケースも考えられないことはないと思い

ます。その辺は県としてどう対処するつもりな

のかと思いますが、その辺どうでしょうか。そ
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の３点。 

小石電子自治体推進室長 まず１点目、マイナ

ンバーカードのマイナポイントの関係、この数

字については、国が直接やっていますから、私

どもでは把握していません。情報として持ち合

わせていないことが一つ。 

 あと、オープンデータの関係の御質問もあり

ました。マイナンバー系の事務については、何

度も説明しているとおり、データについてはそ

れぞれで分散管理しているので、それがそのま

ま出ていくことはないと思っています。御懸念

されるようなことにはならないと思います。 

山口税務課長 アウトソーシング事業の目的で

すが、何でもかんでも業務委託できるわけでは

なく、当然、公権力の行使を伴わない補助的な

業務が中心になっていますし、そういった定型

的な業務を外部に委託することで、より専門性

の高い業務、例えば申告書の審査とか、課税調

査とか、そういう業務に時間を振り分けること

により、当然人材育成にもつながるし、専門性

の向上を通じて、最終的には税収確保につなが

っていくものだと考えています。 

堤委員 こうしたマイナンバーとの関係でのオ

ープンデータではなくて、この書類で説明した

ね、県庁の中の申請とかいろんなものをまとめ

て、将来的にオープンデータにしますよという

流れでしょう。だから、ここのオープンデータ

のときにそういう危惧はないですかという話を

したわけです。その辺はどうですか。 

小石電子自治体推進室長 将来的にオープンデ

ータとして提供していくときには、しっかりと

個人が特定されない形でデータとして提供して

いくので御心配にはあたらないと思います。そ

うならないようにしていくシステムです。 

堤委員 そういうデータがいろんなところから

どんどん流出しているわけよ。デジタル庁から

もいろんなデータが送られてね。 

 県でそれらのシステムをつくるんだから、そ 

れは出ますとは言えんでしょう。当然言っては

いけないだろうけどね。ただ、データはあくま

でもデータだから、それは機械的に操作しよう

と思えば、今の技術からすればできるわけです

よね。だから、それを１００％防ぐのは絶対で

きないですよ。気持ちはあるけど、１００％絶

対防ぐとは言えないでしょう。 

 そうではなくて、そういう危険性があるとい

う認識の下で業務していかないと、さあ出まし

た、どうしましょうでは、どうしようもならな

いわけだから。その辺の認識が、果たしてある

のかなとの思いがずっとしています。 

 さきほども言った、国会の中でもデータの流

出の問題、最近ではＬＩＮＥの問題とかいろい

ろ出ているでしょう。だから、そういうところ

を県としても真剣に考えないと、システムだか

ら絶対大丈夫で、流出はあり得ないという認識

を持つべきではないと思いますが、その辺はど

うですか。 

和田総務部長 不正に流出する場合は横に置き

ますが、オープンデータとして提供する限りに

おいて、さきほど委員からも御指摘があったと

おり、匿名性を確保するルールになっているの

で、基本的にはそこからさかのぼって、個別の

情報が誰のものかは特定されないのが制度の大

前提となっています。 

 不正に流出する場合は横に置きますが、オー

プンデータを提供して、民間で使ってもらうと

いうフェーズでは、基本的には匿名加工してい

るので、そういった心配はないと我々は理解し

ています。 

堤委員 不正に関わってくるものが大きいので、

だから、何でもかんでも安全というわけにはい

きませんから、そこはしっかりと認識して対応

しないといけないと本当に思います。みんなか

らも話を聞くけど、本当に難しいですね。 

部長、１００％理解していますか。 

和田総務部長 私もシステムに決して詳しいわ

けではないので、全てを理解しているかという

と、そうでない部分もあるかもしれませんが、

制度的にどうなっているかは理解しているつも

りですし、当然セキュリティについても、可能

な限りやるのは当然の前提なので、そういった

中で進めていきたいと考えています。 

森委員長 そのほか委員の皆様はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
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森委員長 それでは、委員外議員の皆様は、い

かがでしょうか。 

木田委員外議員 １２ページの情報システム共

通基盤ですが、左の１の絵を見ると、前も尋ね

たかもしれませんが、 もう一度教えてください。

申請がオンラインになりますが、申請というの

は多分許可行為が伴っていて、今度は返しの許

可証とか、そっちのことです。 

 めじろんのキャラクター使用申請をすると、

知事の印鑑を押した紙をいただけるんですが、

紙が電子化されるのかどうかを聞きます。 

 あと、 右の整備方針にある各システムですが、

たくさん内部業務系統があると思います。サー

バーの今回賃借料、ハードウエアの賃借料で４

００万円ぐらい入っています。以前はシステム

ごとにサーバーをリースしていましたが、だん

だんそれが仮想サーバー化され、その中で間借

りをしていくようなサーバーを構成する。しか

も、それがクラウド上にという流れになってい

ます。県庁の内部業務系のシステムは財務とか

文書とかいろいろありますが、今度のデータ連

携基盤のサーバーは、ばらばらのサーバーで準

備するのか、仮想上に準備するのか、その辺を

教えていただきたい。 

小石電子自治体推進室長 許可証とか証明書の

発行を伴うものがあります。おっしゃるように

許可証、証明書も将来的には電子的に出してい

くところにつなげていきたいと思います。一遍

にはそこまでいかないので、取りあえずは電子

申請で出していただき、それがこの共通基盤に

よって業務システムに自動につながる。その後

の証明書については郵送させていただく。取り

あえずはそういう形を考えています。過渡的と

言いますか、将来は全て電子で完結する形が望

ましいと思っています。 

 それから、サーバーについての質問がありま

したが、クラウドで用意するのか、あるいは自

前――オンプレーと言いますが、自前で設備を

購入してやるのか、どちらかという質問だと思

いますが、事前にクラウドとオンプレーの価格

比較をしており、今回はオンプレー、自前でし

たほうが安かったので、そちらで今考えていま

す。 

木田委員外議員 返しの許可証の中に、そうい

った道路占用とか出したときですが、電子でも

いけるようにするには、条例改正とか規則改正

とかをすればできるのか、 教えていただきたい。 

 もう一つ、さきほどの既存の文書とか、いろ

んな内部業務システムがあると思いますが、そ

れらも今サーバーがばらばらの状態になってい

るのか、一つの仮想サーバーに収まっているの

か、１対１のシステムにサーバーが用意されて

いるのかだけ教えてください。 

小石電子自治体推進室長 証明書、許可証の類

いですが、全て把握しているわけではありませ

んが、業務によって条例とか規則で定めている

ものもあるかと思います。そういったものは条

例や規則の改正が必要になるかと思います。業

務システムについては、今回電子申請化する１

６４の業務システムが県庁内にありますが、そ

れぞれ違っていて、 クラウドでやっているもの、

あるいは自前で用意してやっているもの、いろ

いろある状況です。 

太田委員外議員 さきほどの資料６ページの先

進地視察旅費等の件ですが、今どちらかという

と、オンライン会議が急速に進んでいるので、

現地に行って研修するメリットがそれほどなく

なっているのではないか。 それよりもお互いに、

出張しない方向で少し検討していくべきではな

いかというのが１点。 

 それと１３ページの情報システムについては、

今盛んにＤＸと言われていますが、一方でＤＸ

のガバナンスの部分ではどういった考えをお持

ちなのか、２点お尋ねします。 

井下市町村振興課長 人材育成事業について、

市町村職員の県外出張の件で質問をいただきま

した。 

 県外出張に行く利点は、公表されたデータと 

かＺｏｏｍとかでは分からない生の情報もあり、

実際に会ってみて、担当者から直接聞くことに

よって学ぶべきところも多いので、今御提案が

あったＺｏｏｍなども活用しつつ、なかなか市

町村職員の方は県外に出張する機会もないので、

そういうこともやっていきたいと思っています。 
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小石電子自治体推進室長 ガバナンスについて

質問がありました。このシステムはセキュリテ

ィとか個人情報保護を大前提につくり込んでい

きたいと思っています。 

 それから、これに接続する各所属が持ってい

る業務システム、あるいは新規に開発するシス

テムも、電子自治体推進室でそのコストが適正

なのか、つくったときにランニング費用が適正

なのか審査をしています。その段階で、共通基

盤システムと呼んでいますが、これに連携して

いくことを原則に、ガバナンスを訴えていきた

いと思います。 

太田委員外議員 東京の某大手銀行が何遍もシ

ステム障害でダウンして、機能麻痺に陥るよう

な実例があって、特に今ロシアの問題で結構サ

イバー攻撃を受けているとか、トヨタが１日休

業を余儀なくされるとか、 そういう実例もある。

管理の面では非常に便利なものでしょうけど、

裏を返せば、やはりそれが一旦不具合を生じる

と非常に大きな機能麻痺に陥るという部分をど

う、裏側の部分のセキュリティみたいなものを

どう考えているのか、お尋ねします。 

小石電子自治体推進室長 まず、このシステム

はインターネットに置くものではありません。

行政のネットワーク――ＬＧＷＡＮネットワー

クと呼んでいますが、その中に置くので、まず

は世界とつながっていないということ、行政機

関でしかつながっていないので、セキュリティ

の確保がまず一つできている。 

 なおかつ大分県側には、行政のネットワーク

とはいえ、全国の自治体がつながっていますか

ら、大分県側にはファイアウォールという一定

障壁をもちろん設けているので、その辺は万全

の体制でやっていきたいと思っています。 

森委員長 よろしいですか。そのほかありませ 

んか。 

河野委員外議員 この情報システムを将来的に

オープンデータとして広く外部にも提供する方

針が示されています。この考え方のベースにな

っているのは、自治体、政府が集めた情報やデ

ータについては公共財であるという考え方が広

がってきていること。 それにアクセスするのは、

一般市民にとって権利である、知る権利の一部

であるという考え方が広がってきているかと思

います。 

 そういった場合、今、行政が持っている様々

な情報、データの開示請求との連携が求められ

るかと思いますが、オープンデータとして提供

するのは、いつぐらいを目指しているのか、ま

た、国として何かそういった方向性がきちんと

示されているのか。 

 さきほどの説明で、様々な障壁を設けるとあ

りました。例えばデータの修正権限については

多段階認証システムを設けるとか、スタンドア

ローンの端末からしか受け付けないとか、様々

な対策が考えられていると聞いていますが、そ

ういったオープンデータ化することに向けて、

具体的にスケジューリングみたいなものがある

のかどうか、まずお聞かせください。 

小石電子自治体推進室長 資料１３ページの右

上の部分になりますが、将来的な効果としてオ

ープンデータを提供していくということです。

ここの部分については、商工観光労働部のＤＸ

推進課と役割分担し、ＤＸ推進課でここを進め

ていくようにしています。スケジュールについ

ては、いつこれを実現するというスケジュール

は詳細を把握していません。 

河野委員外議員 要は、社会の中にそういった

公共的なデータが十分活用される社会を目指す

ことが、この根本ではないかと思いますので、

その辺について、やはり理念あるいは県民の知

る権利との調整をどのように図っていくか、全

体像が見える形で一度説明いただけたらと思い

ます。要望です。 

和田総務部長 詳細については商工観光労働部

から説明しますが、私が承知している範囲で答

えますと、国でもデータの利活用推進計画をつ

くっており、国、地方を通じてオープンデータ

を提供していこうという大きなスケジュール感

や計画は持っているというのが大前提になりま

す。 

 その上で恐らくですが、１か０かで急に全て

のデータをどんと出す時代が来るわけではなく、

データがそろって、ある程度形ができたものか
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ら多分提供していくことだと思います。全部が

そろうまで待って、そこまで何もしないという

わけではなく、この部分のデータはもう整備で

きたので出しますよとか、これはまだ整備でき

ていなので出しませんとか、そういった段階を

追って恐らく出していく形に、実際は進んでい

くと思います。 

 いずれにしても、また詳しく説明します。 

森委員長 議論も尽くされてきたところですが、

私から確認を１点と、 あと質問が１点あります。 

 まず、さきほどあったタブレット３ページの

県有建築物保全事業費、その次のページに今回

の３０億円の内容について丁寧に記されていま

す。これは予算特別委員会でも指摘された部分

でしたが、今後この明細に関して、きちんと記

載するということでよろしいのかを確認します。 

 もう１件、私がいつも質問させていただく公

文書管理に関してのことです。すみません、予

算概要資料ですが分かる範囲で結構です。公文

書館運営費で３，６００万円ほどの予算があり

ます。予算概要２９ページですが、公文書管理

と保存という部分で、公文書は古くなれば古く

なるほど、古いものに関してはものすごい公文

書としての価値、文化財としての価値等がある

ものもあります。そうしたものに関して、きち

んとこういった公文書についてのデジタル化と

いうのも進めていきながら、しっかりその価値

を県民と共有することが必要であると、そうい

った取組の必要性について、何回か決算特別委

員会とか予算特別委員会とかで話をしましたが、

現時点での取組がどうなのか、 改めて伺います。 

樋口県営財産経営室長 今回、予算特別委員会

でも御指摘いただいたように、予算概要書には

しっかりと代表的なものを中心に説明できるよ

うにしたいと思います。 

松原県政情報課長 公文書館の関係ですが、昭

和３０年代以前の古くなっているものについて、

当初はマイクロフィルム化、それから現在では

技術が進んだので、デジタル化を順次進めてい

ます。 

 そして、デジタル化された資料について、今

ホームページにも一部掲載を始めています。ま

だ、デジタル化したもの全てではありませんが

今後も順次ホームページ等で閲覧できるように

しています。 

森委員長 今回あえて行政ＤＸに関しては、総

務部に一般質問をして大変丁寧な説明をいただ

きました。ありがとうございました。引き続き 

今日出たような課題もありますので、また丁寧

に、しかしながら、県民の利益になるような取

組を期待しています。 

 それでは、ほかに質疑もないので、これで質

疑を終わります。 

 なお、採決は本日最後の部局審査の際に、一

括して行います。 

 次に、第２号議案令和４年度大分県公債管理

特別会計予算について、執行部の説明を求めま

す。 

髙木財政課長 第２号議案令和４年度大分県公

債管理特別会計予算について説明します。 

 資料については、引き続きタブレット資料の

１４ページを御覧ください。 

 この特別会計は、公債費の経理の明確化と予

算規模の正確化を図る観点から、平成１７年度

に設置したもので、その財源は一般会計及び減

債基金からの繰入金と借換債である県債です。 

 予算額は、総括表の左から２列目にあるよう

に１，３４５億８，６４７万９千円で、前年度

と比較すると４億３，５６２万７千円の増とな

っています。 

 内容について説明します。一枚めくっていた

だき１５ページを御覧ください。歳入ですが、

上から二つ目の第１項第１目一般会計繰入金は

７０２億４，９４７万９千円と前年度より１６

億２，６６２万７千円の増となっています。こ

れは、臨時財政対策債の償還額の増などにより

元金分の繰入額が増加したことなどによるもの

です。 

 中ほどの第２目基金繰入金９９億円について

は、前年度と同額となっており、これは、満期

一括償還に備え、その一部を減債基金に毎年積

み立ててきたものを、今回来年度の償還に合わ

せて繰り入れるものです。 

 その下の第２項第１目県債は、令和４年度に
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借換えのタイミングが来る借換債が、前年度よ

り１１億９，１００万円の減となっている状況

です。 

 １６ページを御覧ください。歳出ですが、上

から二つ目の第１目元金については１，２８８

億４，４７７万９千円と、前年度より９億９，

０７５万７千円の増となっています。 

 この主な要因ですが、歳入で説明しましたが

中ほどの事業名欄の二つ目の通常債の元金の増

などによるものです。その下の第２目利子につ

いては５５億７，７３５万６千円と、借入金利

の低減などにより５億８，６９９万２千円の減

となっています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 委員の方から質疑がありましたらお願いしま

す。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の皆様はよろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは質疑もないので、これより

採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１号報告令和３年度大分県一般会計

補正予算（第１２号）についてのうち、本委員

会部分について、執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第１号報告令和３年度大分県一

般会計補正予算（第１２号）について、全般的

事項と歳入について説明します。 

 資料は同じタブレットの１７ページを御覧く

ださい。縦長の資料です。 

 この補正予算は、冒頭にあるとおり、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延

防止等重点措置の適用により、県内全域の飲食

店等に営業時間短縮を要請したことに伴い、要

請に応じた事業者に対する協力金を支給するた

め、１月２５日付けで専決処分を行ったもので

す。 

 補正予算額は５５億６，５００万円の増額で

あり、既決予算を加えたこの時点での累計額は

７，８５７億５，９５１万７千円でした。 

次に、歳入について説明します。歳入の内訳

を御覧ください。 

 この補正予算の財源は、全額、国庫支出金で

ある地方創生臨時交付金となっています。その

うち協力金の８割にあたる部分、それと事務費

については、国の協力要請推進枠――地方創生

臨時交付金の中にいろいろ枠があるんですが、

この８割部分等については、協力要請推進枠と

いうものを活用して充当しています。残る２割

部分については、各地方自治体である程度自由

に使えると言われている地方単独分を活用して

います。なお、今回の補正予算に関する総務部

関係の歳出はありません。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑がありましたらお願いします。 

浦野委員 私から質問で、時短協力金です。今

回の申請開始が２月２０日で、申請期限があさ

って３月２０日でちょうど１か月。こうしてち

ょっと考えると、今までの１期目から４期目に

かけても１か月でしたか。印象では今回早いな

という気がする。というのは、事業者とすれば

確定申告とかもやりながら、この手続も行わな

きゃいけないので、ちょっと早いなという印象

を持たれる方が多いですが、そこを確認です。 

 あと早いという印象を持っている事業者は結

構いるのと同時に、結構申請が集中しているの

ではないか。実際に申請をもう３月の頭にして

いますが、２週間……（「それは商工観光で」

と発言する者あり）内容的にはそうですね、商

工観光労働企業委員会ですね。失礼しました。

今ちょっとそういう声が上がっているというこ

とは、ぜひ要望として持っておいていただけれ

ばと思います。すみません。 

髙木財政課長 分かる分だけ答えさせていただ

きます。 

 締切り等を一応設定しています。そして、で

きるだけ早く交付したいというのもあって、あ

る程度締切りを早めに設定し、それに間に合っ

たものについて、また２週間をめどに支払を今
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順次行っています。ただし、この締切りはあく

までも、締切りとはしていますが、これ以降と

なった申請についても、商工観光労働部で柔軟

に対応しており、しっかりと支給対象にしてい

ると聞いています。 

浦野委員 分かりました。柔軟に対応していた

だけるのであれば。すみません。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑もないので、これより

採決します。 

 本報告のうち、本委員会関係部分については

承認すべきものと決することに御異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本報告のうち、

本委員会関係部分については承認すべきものと

決定しました。 

 次に、第１６号議案包括外部監査契約の締結

について、執行部の説明を求めます。 

比護行政企画課長 第１６号議案包括外部監査

契約の締結について御説明します。総務企画委

員会資料の１８ページを御覧ください。 

 １議案の概要ですが、令和４年度の包括外部

監査契約の締結にあたり、地方自治法の規定に

基づき、議決をお願いするものです。 

 次に、２契約の概要ですが、契約始期を令和

４年４月１日、契約額１，３８９万８００円を

上限とする額、契約の相手方を公認会計士の吉

富健太郎氏としています。なお、包括外部監査

契約については、令和元年度から３年度まで公

認会計士の川野嘉久氏に監査人をお願いしてい

ましたが、地方自治法上連続して４回、同一の

者と包括外部監査契約を締結してはならないと

されていることから、令和４年度については、

日本公認会計士協会南九州会大分県部会から御

推薦いただいた吉富氏と契約を締結したいと考

えています。 

 ３監査委員の意見についてですが、包括外部

監査契約の締結にあたっては、あらかじめ監査

委員に意見を聴くこととなっており、委員から

は異論のない旨回答をいただいています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

堤委員 契約金額の上限と、実際、昨年の場合

は支払金額、差はイコールになるのか、その辺

少し教えてください。 

比護行政企画課長 令和２年度の契約額は１，

３８９万８００円で、精算額は１，３７８万８

００円。１１万円の減額で精算しています。減

額の理由は、新型コロナの感染拡大により、実

地検査ができなかったことによる旅費の減額で

す。このように実際に係った経費に応じて減額

精算することもあります。 

堤委員 ということは、これが上限だけど仕事

量等によっては、それより下がる可能性もある

ということなんでしょうね。仕事量が一緒なら

一緒でいいですが、今回、仕事量が少なくなっ

て、仮に１００万円下げるとか、それも可能と

いうことですね。あくまでも上限だから。 

比護行政企画課長 あくまで上限ですので、先

方との話の中では理論上あり得ると考えていま

す。 

森委員長 そのほか、委員の皆さんよろしいで

すか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の皆さんはありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑もないので、これより

採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１７号議案大分県個人情報保護条例 

等の一部改正についてですが、本案は関係する

福祉保健生活環境委員会に合い議をしているこ

とを申し添えます。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

松原県政情報課長 第１７号議案大分県個人情
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報保護条例等の一部改正についてです。議案書

は１９３ページですが、総務企画委員会資料、

タブレットの１９ページを御覧ください。 

 左側１の改正理由ですが、昨年５月にデジタ

ル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律が制定され、個人情報保護制度の見直

しにより、個人情報保護に関する３本の法律が

個人情報保護法に統合されることに伴い、必要

な規定の整備を行うものです。 

 右側に参考として制度見直しの全体像を掲載

しています。主な点は、①現在３本ある法律を

個人情報保護法１本に統合すること、②地方公

共団体ごとに条例で定めている個人情報保護制

度についても統合後の個人情報保護法を適用し、

全国的な共通ルールを定めること、③個人情報

保護制度の所管を国の個人情報保護委員会に一

元化することです。 

 今回の議案は、図の着色部分の３本の法律を

１本に統合する部分が、先行して本年４月１日

から施行されることに伴うものです。左側に戻

って、２の条例の改正内容ですが、（１）の大

分県個人情報保護条例の一部改正では、条例で

引用する行政機関個人情報保護法、それと独立

行政法人等個人情報保護法の規定を統合後の個

人情報保護法の該当する規定に置き換えるとと

もに、条例で引用する統計法の規定も改正され

たため、所要の改正を行います。法律の改正に

伴う規定の整備であり、条例の規定内容に変更

はありません。 

 （２）は、大分県特殊詐欺等被害防止条例の

一部改正です。こちらについては、生活環境部

の常任委員会で説明の上、議案を御審議いただ

きます。 

 ３の施行期日ですが、整備法で三つの法律を

統合する規定の施行日である令和４年４月１日

としています。 

 なお、４のその他ですが、右側下のコメ印の

３行目、地方公共団体への適用に係る部分――

図の着色していない部分ですが、この部分の施

行が令和５年度の当初に予定されていますので、

それに関連して、個人情報保護条例の廃止、法

施行条例の制定を令和４年度中に予定していま

す。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

堤委員 これは条例の中で、オンライン結合の

問題ね。法律上規定があるから、個人情報保護

法ではオンライン結合を削除することになるん

ですよね。法律上はどういう規定になっている

かを少し教えてください。 

松原県政情報課長 オンライン結合については、

現在、条例では基本的にオンライン結合――パ

ソコンを第三者のパソコンと自由につないで、

自由に情報をやり取りすることは原則禁止。た

だ、事務事業上必要なものについては、例外と

してすることができると規定しています。 

 今回の個人情報保護法、新法ではオンライン

化に関する規定は、特に禁止規定、制限規定等

は設けていません。新法はオンライン化とか電

子化に伴う個人情報の取扱いのみに着目した特

則を設けるということではなく、法で定めてい

るそのほかの規定、安全確保措置とか第三者提

供の制限等を通じて、要はオンライン、オフラ

イン問わず、そうした個人情報の提供等に関し

ての保護を実現することとしています。 

 実際、オンラインについては、そういった制

限規定がなくても、その安全確保措置等によっ

て定めるガイドライン等によって、不正アクセ

スや情報漏えいの防止等の措置を講じることで

安全性が確保できると。実際、現在、県でも個

人情報の適正な管理のための基本方針ですとか

個人情報の管理に関する規程、それから、情報

セキュリティに係る各種の規定等定めて、セキ

ュリティを含む個人情報保護監査を行うなど、

厳格な安全管理措置を実施しています。 

堤委員 条例上規定している文言はオフライン

規定を除外するとは、 法律上はないわけですね。

結局はそのほかの安全規定があるから大丈夫だ

ということでしょう。そうなのかな。どうもそ

の辺は、やはり県の条例とすれば、そういうオ

ンライン結合は原則禁止と明確になっています

よね。こちらは法律上、今度はそういう曖昧な

いろんな解釈によってできる形にしているよう
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な気がしてならないんですよね、これは。そう

いった非常に心配もされ──今回、条例の改正

うんぬんの中ではないけれども、法律そのもの

の規定に今度はなりますが、そこはちょっと危

惧していることを申し上げておきます。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はよろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑もないので、これより

採決します。 

 なお、本案について、福祉保健生活環境委員

会の回答は、原案のとおり可決すべきとのこと

です。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議あり」と言う者あり〕 

森委員長 御異議があるので、挙手により採決

します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

  〔賛成者挙手〕 

森委員長 賛成多数です。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 次に、第１８号議案職員の服務の宣誓に関す

る条例等の一部改正についてですが、本案は関

係する文教警察委員会に合い議をしていること

を申し添えます。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

渡辺人事課長 第１８号議案職員の服務の宣誓

に関する条例等の一部改正について説明します。

タブレット資料の２０ページを御覧ください。 

 まず、１の改正理由ですが、行政手続等にお

ける署名及び対面の見直しに伴い、職員の服務

の宣誓――採用時の宣誓の際ですが、署名及び

対面を不要とするため、今回所要の改正を行う

ものです。なお、国においても同様の改正を既

に行っています。 

 次に、２の改正内容についてですが、従来、

新規採用職員は上司の面前で宣誓書に署名を行

っていましたが、改正後は任命権者への提出の

みとするものです。あわせて、規定の整備を行

うものです。 

 最後に、３の施行期日については、公布の日

としています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はよろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 御質疑もないので、これより採決し

ます。 

 なお、本案について、文教警察委員会の回答

は、原案のとおり可決すべきとのことです。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１９号議案職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正について、執行部の説明を求

めます。 

渡辺人事課長 第１９号議案職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について説明します。

資料は次の２１ページを御覧ください。 

 まず、１の改正理由ですが、非常勤職員――

会計年度任用職員です。非常勤職員の育児休業

の取得要件を緩和し、育児休業を取得しやすい

環境整備を行うため、今回、所要の改正を行う

ものです。なお、国においても同様の改正を行

う予定です。 

 ２の改正内容についてですが、一つは非常勤

職員の育児休業、部分休業の取得要件の緩和で

す。現行の引き続き雇用された期間が１年以上

という要件を廃止するものです。これにより、

資料の具体例の中段にあるとおり、任用１年目

の方でも育児休業等を取得できることとなりま

す。 

 二つ目は育児休業を取得しやすい勤務環境の

整備で、妊娠・出産等を申し出た職員に対する

育児休業制度の周知や、育児休業に関する相談

体制の整備などについての任命権者の責務を明
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確にするものです。 

 最後に、３の施行期日については、国におけ

る施行日同様、本年４月１日としています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑がありましたらお願いします。 

浦野委員 国の制度改正を受けてということで、

改正内容に三つ例があって、２段目の１年未満

の場合のバツがマルになると。これは実際、予

定より早く生まれてもだめだった。１年ちょっ

とたってから産休、出産予定だったのが、早く

生まれ過ぎてだめだったことがあるので、これ

がマルになるのはいいことだと思います。 

 実際、民間の事業者でトラブルが３列目のケ

ース、要は契約が満了することが明らかという

ことを労使双方、共通認識として持っていれば

いいですが、働いている側が、いや、これは契

約更新できるのではないか、私は働き続けるつ

もりだという意識を持っている場合が３段目の

ケースで、ちょっとトラブルになったりするこ

とはあります。これ実際、公務員の非常勤職員

の契約形態を完全に把握できていない部分があ

りますが、３段目のようなケースにあたる場合

は、どのような説明とか対応をされているでし

ょうか。 

渡辺人事課長 会計年度任用職員、非常勤職員

については、採用時というか１年ごとに契約、

人数を更新しているので、そのたびごとにマニ

ュアルというか、ちょっと読んだら制度が分か

るような説明書きを毎回配布しています。その

中でこういう制度になっていますと、今言われ

たような制度についても説明をすることにして

います。県の非常勤職員は１年ごとですし、５

年継続する場合が多いので、契約の終期は大体

分かりやすいと思いますが、そこに誤解がない

ように、しっかり説明するよう人事課としても

徹底していきたいと思います。 

浦野委員 分かりました。明らかに最後の１年 

契約が終わる場合は、こういう産休、育休を取

るような状況になっても、それは取れませんよ

と事前に説明しておかなければいけないと思い

ますので、お願いします。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに御質疑もないので、これより

採決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

次に、第２０号議案職員の給与に関する条例

等の一部改正について、執行部の説明を求めま

す。 

渡辺人事課長 第２０号議案職員の給与に関す

る条例等の一部改正について説明します。資料

は、次の２２ページを御覧ください。 

まず、１の改正理由ですが、今回の改正は人

事委員会の勧告等の趣旨を尊重し、国及び各県

の給与改定等の事情を考慮して、職員の期末手

当の改定等を行うものです。 

 今回の改正対象となる条例は、２の改正する

条例に記載しています、職員の給与に関する条

例をはじめ６本です。 

 次に、３の改正概要を御覧ください。まず、

（１）の期末手当の支給月数の改定についてで

す。給与改定については、人事委員会が毎年、

地方公務員法の趣旨を踏まえ、民間の給与と県

職員の給与の水準を比較し、その上で国や他県

の動向等も考慮しながら勧告をしています。昨

年１０月の人事委員会勧告では、月例給につい

ては、公民較差が極めて小さかったため据置き

となりましたが、期末・勤勉手当については、

県職員が民間を上回っている状況があったとい

うことで、人事委員会から期末手当を年間０．

１５月分引き下げるよう勧告を受けたので、そ

の勧告を尊重し、令和４年度から期末手当の引

下げ改定を行うものです。 

 具体的には、一般職については、人事委員会 

勧告のとおり、令和４年度から課長級以下の一

般職員及び部次長級の特定管理職員について、

年間０．１５月分を引き下げ、再任用職員、任
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期付職員及び任期付研究員については年間０．

１月分を引き下げるものです。また、特別職の

常勤職員及び県議会議員については、国の特別

職及び指定職並びに一般職の改定状況を考慮し

て、年間０．１月分を引き下げるものです。 

 次に、（２）の令和４年６月に支給する期末

手当に関する特例措置についてです。人事委員

会勧告に基づく令和３年度分の期末手当引下げ

については、本来であれば令和３年１２月の期

末手当で年間分を一括して引き下げるところで

すが、国家公務員については、コロナ禍という

異例の状況下での国政全般の観点、特に経済対

策等における政府全体の取組との関連を考慮し

た結果、令和４年６月の期末手当で減額調整す

るよう国で決定されました。 

 そのため、国から地方公務員についても国家

公務員の取扱いを基本として対応するよう要請

されていることや、これまでも国の対応に準じ

て対応してきたことも踏まえ、今回についても

国と同様に対応したいというものです。具体的

には、令和４年６月に支給される改定後の期末

手当の額から、令和３年１２月において実際に

支給された期末手当の額の０．１５月分又は０．

１月分に相当する額を減額するものです。 

 次に、（３）の会計年度任用職員の期末手当

の額に関する規定の改正についてです。会計年

度任用職員の期末手当については、現在、会計

年度任用職員の報酬等に関する条例の第５条に

おいて、一般職の常勤職員の例によるとされて

いるため、任用開始時に勤務条件を明示してい

るにもかかわらず、任期途中で正規職員に連動

して期末手当が減額改定されてしまうことがあ

ります。今回、会計年度任用職員の期末手当の

算定に関する規定を、直接条例に規定すること

で、次の任期開始時点である翌年度当初からの

改定を可能にしたいというものです。 

 最後に、４の施行期日についてですが、令和

４年４月１日から施行したいと考えています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の方から質疑

はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑もないので、これより採

決します。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議あり」と言う者あり〕 

森委員長 御異議があるので、挙手による採決

とします。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

  〔賛成者挙手〕 

森委員長 賛成多数です。よって、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第２１議案大分県使用料及び手数料条

例の一部改正についてですが、本案は関係する

他の全ての常任委員会に合い議をしていること

を申し添えます。 

 それでは、執行部の説明を求めます。 

髙木財政課長 第２１号議案大分県使用料及び

手数料条例の一部改正についてです。資料は引

き続き２３ページを御覧ください。 

 今回の改正は、１の改正の基本的な考え方の

とおり、法令の改正等に伴う事務の新設及び改

定が１０件であり、全て手数料の関係です。 

 改定内容ですが、まず、３（１）の法令の改

正等によるものとして、①技能検定試験関係事

務について説明します。技能検定試験は、職業

能力開発促進法に基づき、働く上で必要とされ

る技能の習得レベルを評価する国家検定制度で

す。 

 実技試験を重視する技能検定は受検料が高い

ため、若年者が受検しにくくなっています。そ

れで、平成２９年度からは、国が３５歳未満の

者が２級又は３級の実技試験を受検する場合に

９千円を減免する措置を講じてきました。 

しかし、コロナ禍で雇用調整助成金等の支出

が大幅に増加したことから、財源となっていた

労働保険特別会計の財源が不足したため、令和

４年度から減免措置の対象者を２５歳未満の在

職者に限定することが示されています。これに

より在職者という縛りができたことから、高校
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生等の在校生が減免を受けられなくなってしま

います。 

 技能検定については、高校生等が在学中に検

定合格に向けて取り組むことで、技能の向上等

につながり、即戦力人材として県内のものづく

り産業に貢献することが期待されます。 そこで、

県としては意欲ある高校生等の挑戦が妨げられ

ないよう、県独自の減免制度を創設して対応し

ます。 

 これにより、本条例において国が行う減免措

置の対象者を３５歳未満の者から２５歳未満の

在職者へと改める。それに加えて高校生等の在

校生が２級又は３級の実技試験を受検する場合

の受検手数料を、当分の間、現行どおりとする

特例を附則において新設します。施行期日は令

和４年４月１日とし、令和４年度の検定から適

用したいと考えています。 

 次に、②のマンションの管理の適正化の推進

に関する法律関係事務です。 

 近年、老朽化マンションの増加、管理組合の

高齢化による管理能力の低下が課題となってい

ます。そこで、県又は市が適正なマンション管

理の普及・促進に向けた目標や施策を定めるマ

ンション管理適正化推進計画を策定し、マンシ

ョン管理組合が作成するマンション管理計画を

認定できる制度が創設されました。このマンシ

ョン管理計画を認定するために必要となる手数

料を新設するものです。施行期日は、法改正の

施行日である令和４年４月１日としています。 

 資料の２４ページを御覧ください。③の運転

免許関係事務です。 

 高齢ドライバーの増加や重大事故の発生等を

背景に、７５歳以上の一定の違反歴のある者に

対する運転技能検査の導入や認知機能検査及び

高齢者講習区分の見直しを行う道路交通法の改

正が行われました。これにより、高齢者が免許

更新をする際は、運転技能検査の導入や高齢者

講習の区分の変更など、必要となる手数料の新

設や区分の見直し等を行います。 

 次に、第二種免許等の受験資格の見直しとそ

れに伴う若年者講習の新設です。第二種免許や

大型免許等については、受験資格として年齢と

運転の経験年数要件が定められていますが、所

定の教習を受けた者については受験年齢が緩和

されます。今回の改正により、免許を取得した

若年者が本来の受験年齢に達するまでの間に一

定の交通違反を犯した場合、若年者講習の受講

が義務付けられることとなったので、この講習

の実施に伴う手数料を新設します。  

 施行期日は、法改正の施行日である令和４年

５月１３日としています。 

 次に、④家畜伝染病予防事務です。当該事務

は、家畜伝染病の発生を予防するための家畜の

検査等を行う事務ですが、家畜伝染病予防法の

改正等により、表にもあるとおり引用している

家畜の疾病名について変更するものです。例え

ば結核病というのが結核と変わったりしていま

す。 

 最後に、（２）標準令の改正によるものにつ

いて説明します。地方公共団体の手数料の標準

に関する政令、 いわゆる標準令の見直しに伴い、

改定事務一覧のとおり、六つの事務について改

定します。 

 ②の改定理由を御覧ください。まず、ア試験

実施経費の増によるものです。法に基づき指定

試験機関が行っている試験について、新型コロ

ナウイルス感染症対応のため、試験会場増設に

伴う経費の増などにより、現行単価との乖離が

大きくなったため、五つの項目について増額を

行います。こちらの手数料は指定試験機関に直

接収入されるため、県の収入への影響はありま

せん。 

 次に、イ電気工事士免状の材質の変更による

ものです。免状の材質が紙からプラスチックに

変更されることに伴い、免状の書換え事務手数

料を増額するものです。 

 最後に、ウ経費の減によるものについて、積

算基礎となる人件費単価の減により、３項目の

減額を行います。今回の標準令の改正により、

各都道府県において同一金額に改正がされる予

定です。 

 なお、施行期日は令和４年４月１日としてい

ますが、電気工事士免状の書換え事務について

は、準備期間を考慮し８月１日からの施行とし
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ています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。委員の皆様から質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑もないので、これより採

決します。 

 なお、本案について、合い議をした各常任委

員会の回答は、原案のとおり可決すべきとのこ

とです。 

 本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

森委員長 御異議がないので、本案は原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、付託外案件の審査に入ります。 

 議長から回付されている陳情３６について、

執行部の意見を求めます。 

比護行政企画課長 総務企画委員会資料の２５

ページを御覧ください。 

 本陳情は、外国からの国家主権の侵害や国民

の生命と安全が脅かされるのを防ぐため、内閣

府に対外的情報省の設立を求める意見書を提出

していただきたいというものです。これについ

て、意見は特にありません。 

森委員長 この陳情について、御意見等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないので、以上で陳情について

終わります。 

 次に、執行部から報告の申出があるので、こ

れを許します。①と②について、続けて説明を

お願いします。 

小石電子自治体推進室長  諸般の報告の①行政 

手続の電子化及びキャッシュレス実施計画につ

いて説明します。タブレットの資料２６ページ

を御覧ください。 

 まず、行政手続の電子化です。県では、令和

２年に策定した行財政改革推進計画に基づき、

令和６年度までに行政手続の１００％電子化を

目指しています。今年度、各手続の所管所属で

６年度までの行程表を作成し、その内容を取り

まとめたので報告します。 

 ２の取組方針です。県民の利便性向上と負担

軽減のため、県民目線で行政サービスの見直し

を行っていきます。特に、年間申請件数１００

件以上の手続については優先的に取り組み、令

和５年度までのあと２年間で完了させます。電

子化に際しては、スマホからの申請を前提とし

た分かりやすい申請フォームづくり行い、ホー

ムページには申請案内を充実させます。また、

県民向けの電話問合せ窓口も設置します。加え

て、マイナンバーカードの公的個人認証により

住民票等の代替とするなど、添付書類の簡素化

を進め、申請者の負担軽減を図ります。 

 ３の年度別電子化手続数です。合計３，４８

７手続について進めていきますが、例えば４年

度には１，４８０手続を電子化するなど、年度

を割り振って、計画的に取り組んでいきます。 

 ４の主な事務の状況です。電子化する主な手

続を記載しています。例えば、県立総合文化セ

ンターの練習室・会議室の予約やパスポート申

請は４年度に、県営住宅の入居申込や教育職員

免許状などの申請は５年度に電子化していきま

す。 

 資料２７ページを御覧ください。続いて、大

分県キャッシュレス実施計画の概要についてで

す。 

 キャッシュレス実施計画については、昨年の

第４回定例会で素案について説明しました。今

回、パブリックコメントの意見等を踏まえ、成

案として取りまとめたので、素案からの変更点

を中心に報告します。 

 １の目的ですが、本計画では、県民の利便性

向上と県の業務効率化のため、公金収納のキャ

ッシュレス対応を進めていきます。 

 ２の取組項目ですが、県の全ての収納窓口に

ついて、令和６年度のキャッシュレス対応完了

を目指し、取組を進めます。まず、①の窓口公
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金収納のキャッシュレス対応についてですが、

全ての公金収納窓口におけるキャッシュレス対

応は、全国で初めての取組です。キャッシュレ

ス化にあわせて、現金管理の効率化や同一庁舎

内の複数所属の収納窓口一元化、外部団体等へ

の委託などの業務の効率化についても検討して

いきます。 

 令和４年度は１４か所の先行導入を予定して

います。円滑な導入を図るため、令和４年度は

例えば振興局では１か所、 南部振興局に導入し、

ノウハウを蓄積した上で、令和５年度に他の５

振興局にそのノウハウを横展開していきます。 

 ④の納付方法の見直しによる納付者の負担軽

減は、今回追加した項目です。特定の県民ある

いは事業者が継続的に利用する手続について、

口座振替を導入したり、遠隔地からの申請でオ

ンライン決済ができない方の利便性向上につい

て検討していきます。 

 ⑤の市町村における公金収納のキャッシュレ

ス対応も今回追加しました。パブリックコメン

トで、より身近な市町村のキャッシュレス対応

も推進すべきとの御意見をいただいたことから、

市町村にも情報提供等を行うなど、キャッシュ

レス対応を推進していきます。 

山口税務課長 諸般の報告の②大分県税条例等

の一部を改正する条例案について説明します。

タブレット資料の２８ページを御覧ください。 

 １の改正理由にあるとおり、現在国会で審議

中の地方税法等の一部を改正する法律案が可決

成立した場合には、その後、公布される政令及

び省令を踏まえて条例を改正し、本年４月１日

から施行される規定があることから、大分県税

条例の関係する部分について、専決処分により

改正したいと考えています。 

 ２の主な改正内容について説明します。 

 （１）の法人事業税についてです。①のガス

供給業に係る収入金課税の見直しは、令和４年

度からの導管部門の法的分離という、制度的環

境変化を踏まえて、下の改正前の表、左側にあ

る導管部門が法的に分離される法人等が行う製

造、 小売事業に係る課税方式を見直すものです。

具体的には右側の下、 改正後の表にあるとおり、

これまで収入金額により課税してきた法人のう

ち、表の左側、導管部門の法的分離対象法人に

ついては、その４割を見直し、付加価値割と資

本割を組み入れ、それ以外の法人については、

表の右側の一般事業と同様の課税方式とするも

のです。 

 次に、②の外形標準課税対象法人に対する所

得割の軽減税率の見直しは、１社当たりの負担

軽減額が極めて少ないこと等を踏まえ、年８０

０万円以下の所得に係る軽減税率を廃止し、標

準税率を１％とするものです。 

 （２）の不動産取得税については、土地を取

得して住宅を新築した場合等に適用される住宅

及び住宅用地に係る特例措置について、要件に

適合することを確認した場合は、住宅用地の取

得者から申告がなくとも特例措置の適用を可能

とするものです。 

 （３）のその他については、引用条項の改正

に伴い規定の整備を行うものです。 

 ３の施行期日については、令和４年４月１日

としています。なお、これ以外の改正事項につ

いては、改めて第２回定例会で御審議いただく

予定としています。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの報告について、質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はよろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑もないので、これで諸般

の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかにないようなので、最後に私か

ら一言御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

  〔総務部長挨拶〕 

森委員長 以上をもって総務部関係の審査を終

わります。 

 執行部はお疲れ様でした。ここで、暫時休憩

します。 

          午後３時１４分 休憩 
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          ――――――――――― 

          午後３時１９分 再開 

森委員長 これより、企画振興部関係の審査に

入ります。 

 本日は、委員外議員として太田議員、木田議

員、藤田議員、河野議員に出席いただいていま

す。 

 それでは、第１号議案令和４年度大分県一般

会計予算のうち、企画振興部関係部分について

執行部の説明を求めます。 

大塚企画振興部長 それでは、第１号議案令和

４年度大分県一般会計予算のうち、企画振興部

関係について説明します。 

 資料ですが、お手元の令和４年度企画振興部

予算概要の３ページをお開きください。 

 企画振興部の一般会計予算額ですが、①の計

の欄に記載しているように９９億９，８６６万

６千円です。 

 その行の一番右、前年度対比の欄ですが、令

和３年度当初予算額と比べて３８億９，１９０

万円、率にして６３．７％の増となります。 

 これは、大分空港海上アクセス整備事業費の

増や東アジア文化都市２０２２大分県開催など

によるものです。 

 主な事業については各課長から説明します。 

なお、本委員会では、先日の予算特別委員会で

説明していない事業を中心に説明します。 

石井政策企画課長 政策企画課関係の主なもの

について御説明します。 

タブレット資料の１１ページをお願いします。 

事業名欄の一番上、地域連携プラットフォーム

推進事業費１，３３４万６千円です。 

この事業では、産学官で構成するおおいた地

域連携プラットフォームを通じ、県内大学の研

究機能をいかした地域課題解決の取組を支援し

ます。 

 また、プラットフォーム負担金として、事務 

局に配置するコーディネーターの人件費支援や

学生が地域に足を運んで課題解決にあたる活動

への支援などを行います。 

 次の１４ページを御覧ください。事業名欄の

一番上、公立大学法人運営費交付金５億１１万

７千円です。 

これは、公立大学法人大分県立芸術文化短期

大学の運営に要する経費を交付するものです。

平成１８年度の公立大学法人移行後、６年間を

１期とする中期計画に沿って予算を計上してい

ます。令和４年度は第３期計画の５年目となり

ます。年間所要額から授業料等の自主財源を控

除した額に加え、国の高等教育修学支援制度に

基づく授業料及び入学金の減免分を追加して交

付します。 

藤川おおいた創生推進課長  おおいた創生推進

課関係の主なものについて説明します。 

 次の２２ページをお開きください。事業名欄

の一番上の関係人口創出事業費１，８５７万８

千円です。 

 この事業は、移住した定住人口でもなく、観

光に来た交流人口でもない関係人口という概念

を用いた地域課題の解決を図るものです。東京

と福岡で、大分県と関わりを持つことに興味の

ある人材を募集し、地域課題解決に取り組むキ

ーパーソンの協力を得ながら、ワークショップ

や現地調査を行います。県外人材の経験やスキ

ルを活用した課題の解決方法を、地域の方と一

緒に検討します。事業実施後は、地元の方と参

加者が自律的に課題解決に取り組む関係を創出

します。 

 次にその下の事業名欄、空き家対策促進事業

費９，２６０万７千円です。 

 これは、空き家の増加を抑制し、良好な住環

境を維持するとともに、地域の活力向上を図る

ものです。 主な取組としては、空き家について、

所有者等に問題意識を持ってもらうため、自治

会等に出向いての説明やＳＮＳ広告等により、

適正管理を促す情報発信を強化します。また、

空き家を求める県民や移住者を対象に専門家で

構成するマッチングチームを編成し、希望する

物件の探索や取得に向けた所有者との交渉等を

サポートします。 

 さらに、市町村が運営する空き家バンクへの

登録を促進するため、所有者等が不要な家財を

処分する費用への助成を行い、空き家の利活用

を推進します。 
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平川国際政策課長  続いて、国際政策課関係の

主なものについて説明します。 

 ２９ページをお開きください。事業名欄の一

番下、外国人留学生支援事業費４，０７４万７

千円です。 

 この事業は、修学意欲が旺盛で優秀な県内外

国人留学生の経済的負担を軽減するため奨学金

を交付するとともに、来年度から新たに、留学

生の県内企業におけるインターンシップを支援

する等により、県内就職を促進するものです。

奨学金については、学業、人物が優秀な私費外

国人留学生等を対象として１年間当たり３６万

円の奨学金を給付します。 

 インターンシップの支援については、留学生

と受入企業のマッチングフェアを開催するなど、

留学生と受入企業双方のニーズに基づくマッチ

ングを進めるとともに、受入企業に対し、留学

生ビジネスセンターを通じて、留学生に支払っ

た報酬や交通費、宿泊費等に対する助成を行い

ます。 

足立芸術文化スポーツ振興課長  続いて、芸術

文化スポーツ振興課関係の主なものについて説

明します。 

 ３６ページをお開きください。事業名欄の下

から２番目、県立総合文化センター機能向上改

修事業費２，４５９万５千円です。 

 この事業は、令和５年度に予定されている総

合文化センター天井耐震改修工事にあわせて、

施設の機能向上を図るため、ユニバーサルデザ

イン化や施設の設備充実等に向けた実施設計等

を行うものです。具体的には、グランシアタの

利用者から要望の多い女性用トイレの混雑解消

を図るためのトイレ増設や練習室の機能向上と

してのＷｉ－Ｆｉの整備など、多様なニーズに

応えられる施設として施設改修を進めていきま

す。 

 続いて３７ページを御覧ください。事業名欄 

の下から２番目、大分スポーツ地域活力創出事 

業費４，８５３万５千円です。 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック

での取組をレガシーとして継承するため、ナシ

ョナルチームやプロ等のトップチームのスポー

ツ合宿の誘致等を推進することにより、交流人

口の拡大や地域の活力を創出するものです。具

体的には、ナショナルチーム等の県内での合宿

費用を補助するほか、スケートボード教室を開

催し、アーバンスポーツの振興にも取り組みま

す。 

渡辺広報広聴課長 続いて、広報広聴課関係の

主なものについて説明します。 

４４ページをお開きください。おおいたブラ

ンド戦略強化事業費１億１，６９１万７千円で

す。 

 これは、おんせん県おおいたのさらなるブラ

ンド力向上を図るため、温泉をはじめとした多

彩な魅力と宇宙港など本県ならではのトピック

スを様々な媒体で国内外にＰＲするものです。

ホームページやウェブメディアなどでは、本県

の認知度が比較的低調な首都圏や関西圏の若い

女性をターゲットに、大分の人やモノ、コトな

どにスポットをあてた記事を配信し、興味、関

心につなげていきます。 

 また、大分空港が宇宙港になることを受け、

大分県イコール宇宙のイメージを定着させる「 

宇宙ノオンセン県オオイタ」プロモーションを

始めました。多くのメディアに取り上げられる

など、注目度も高くなっているので、宇宙とい

う魅力的なコンテンツをいかし、本県への誘客

等を促進させていきます。あわせて、パブリシ

ティ活動によりメディアコンタクトを強化する

とともに、新たにデジタルやクリエイティブの

ノウハウにたけた外部専門人材の知見に基づき、

デジタルマーケティングによる効果的な広報を

展開していきます。 

藤田統計調査課長 統計調査課関係の主なもの

について説明します。 

４９ページをお開きください。委託統計費１

億１，１２４万８千円です。 

 これは総務省、厚生労働省など国の関係省か

ら委託されて行う統計法に基づく基幹統計調査

の実施等に要する経費で、財源は全額国庫支出

金です。令和４年度は、毎年実施する家計調査

などの経常調査に加え、５年ごとに行われる周

期調査として、国民の就業、不就業の状態を調
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査し、全国及び地域別の就業構造に関する各種

行政施策の基礎資料を得ることを目的とする令

和４年就業構造基本調査を実施します。 

 次の５０ページを御覧ください。県単統計費

１８９万２千円です。 

 これは、県経済の現状を把握するための景気

動向指数や県民経済計算など、県独自で行う調

査や分析などに要する経費です。 

遠藤交通政策課長 続いて、交通政策課関係の

主なものについて説明します。 

５６ページをお開きください。事業名欄の一

番上、九州の東の玄関口としての拠点化推進事

業費４，３４５万６千円です。 

 これは、九州の東の玄関口としての拠点化戦

略を着実に実行するため、フェリー航路や国内

航空路線の利用促進など、県内外を結ぶ交通ネ

ットワークの充実に向けた取組を実施するもの

です。 

 次に、同じページの事業名欄上から３番目、

大分空港を起点としたＭａａＳ実証事業費１千

万円です。 

 これは、大分空港を起点とした県内各地への

最適な移動手段の検索や予約、決済等を一括で

行えるよう交通事業者などと連携したＭａａＳ

の実証に取り組むものです。 

 次の５７ページをお開きください。事業名欄

上から２番目の生活交通路線支援事業費１億６，

６６０万３千円です。 

 これは通院、通学等に必要な生活交通を確保

するため、市町村が行う民間バス路線への補助

や市町村が自ら運行するコミュニティバス路線

の運行費用等に対し助成するものです。 

 次に、その下の東九州新幹線推進事業費１８

０万円です。 

これは、東九州新幹線の整備計画路線への格

上げを図るため、経済団体や市町村と一体とな

って、国への要望活動や県民の機運醸成のため

のシンポジウムの開催などを行うものです。 

 次の５８ページをお開きください。事業名欄 

の一番上、公共交通活性化促進事業費１億２， 

４００万円です。 

 これは、コロナ禍で利用者が減少している交

通機関の利用者回復を図るため、各交通事業者

の特性をいかした企画商品の造成や、高齢者や

障がい者等の移動ニーズに対応した利用しやす

いユニバーサルデザインタクシーの導入等を支

援するものです。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。まず、委員の皆様

から質疑がありましたらお願いします。 

井上委員 いつも思うことは、統計は結果だけ

を見ているから、結局これは予算が全部国から

で、あんまり県から金を出していないので、み

んなあんまり意識がない。国からもらうからい

いやで終わり。はっきり言うとね。 

 やはり、結果を踏まえてこうだということを

いろいろ人に教える指導、各部局にそういった

ものをやっていますか、どうなんですか。統計

の結果だけなら、誰でも分かるわな。結果を踏

まえてどうだということを各部局にお知らせし

て、こうだよということで、そういう仕事もし

ているのかな。 

藤田統計調査課長 国が出したものに対して、

大分県の情報等を取りまとめて分析を行ったり

しています。その内容を公表するようにしてい

ます。 

井上委員 では、県の情報をただ国に伝えると

いう仕事ですか。 

藤田統計調査課長 国に伝えるというより、大

分県の情報を特に分かりやすく、県庁内各課又

は一般県民に向けて周知しています。 

井上委員 そういうことなら、もう少し変わる

んじゃないかな。こういう統計だから、こうだ

なということで、どうも結果が後になってしま

って、なかなか皆さんがいろいろとやっている

ことが、 はっきり一般県民に分からないでいる。 

 これは私の勉強不足かもしれませんが、それ

ぞれの統計の中で、こうしたらいいよとか、そ

ういった統計の実績を見ながら、そういうこと

が分かれば、大体皆さんも理解できると思うけ

ど。その辺はもう少し、私の勉強不足かもしれ

んけど、そういう流れがちょっと欲しいなと思

うんですよね。統計はやっぱり必要だと。 

 というのは、言われたんだよ、町民、市民か
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らね。あんたたちは結果だけを言うけど、結果

を踏まえてどうするの、それを言わなきゃだめ

じゃないと。住民の懇談会に行くときは、結構

そういうきつい質問を受けるんです。そうなる

とやっぱり、そういう結果を踏まえてとなるか

ら、統計上のデータの中で、結果はこうだから

こうだということを知らしめるとお互い助かる

のかな。これは行政の立場、いろいろあろうか

と思いますが、そういう私の思いです。何かあ

ればどうぞ。 

藤田統計調査課長 さらに分かりやすく伝えら

れるよう引き続き努力していきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

浦野委員 予算特別委員会でも聞きましたけど、

九州の東の玄関口としての拠点化推進事業、Ｌ

ＣＣの状況についてです。やはりＬＣＣがある

とないとでは、大分空港の大きな魅力、違って

くると思います。利用促進ということですが、

例えばＬＣＣの航空会社が１日１便で、大分空

港発が夜の２０時１５分とかで、成田空港に２

２時ぐらいに着く。時間どおりきっちり着けば

何とかなるんでしょうけど、ちょっと遅れたり

すると、向こうに着いても目的地に着けない時

間帯だったりするんですね。例えば、福岡空港

だったら便数が多くて、夕方の便もあるし、夜

遅いのも選べますが、大分空港の場合、どうし

ても便数が少ないので、それしかない状況があ

るので、その辺りをもう少し何とかならないの

かなと感じます。ダイヤの利便性について、何

か今まで議論してきていることはありますか。 

遠藤交通政策課長 委員御指摘のとおり、ＬＣ

Ｃは非常に大事な視点だと思いますし、各エア

ラインでも、このコロナ禍を踏まえ、新たなブ

ランドを立ち上げるなど、非常にＬＣＣに力を

入れている状況もあります。 

 大分空港でも昨年ピーチが入り、今ジェット

スターと合わせて２社のＬＣＣがあります。県

民の利便性を考えると、いい時間はなかなか。

羽田、成田の発着枠の関係等で難しいところは

ありますが、我々も各エアラインとは常に密に

コミュニケーションを取っています。以前に全

く同じような話もしたこともありますが、いろ

いろ大分空港だけの話ではない部分もあります

が、 なるべく使い勝手のいいダイヤになるよう、

引き続き話をしていきたいと思います。 

浦野委員 ＬＣＣが他の航空会社と違うのは、

東京が、成田空港があって、そこがちょっとデ

メリットというか弱いところなので、引き続き

少しでも使いやすい時間設定になるよう、協議

をよろしくお願いします。 

玉田委員 さきほど総務のときにも少し話を聞

きましたが、一つの例として、県立総合文化セ

ンターの改修事業について、昨年に大分県が二

酸化炭素排出ゼロ宣言をしたと。 

 要は、いろんな改修とか事業を立ち上げる際

に、その削減目標がどれくらい来年度事業に刷

り込まれているのかなと。柱でいうとそういう

話ですが、さきほど改修事業の中では、要望の

多いトイレの改修とか、天井もするというお話

ですが、２０５０年ゼロを目指していく上で、

文化センターをこれから３０年先まで持たせる

として、限りなくゼロに近づけるような目標で

改修した方がいいのではないかと思います。 

 さきほど総務部の話の中では、数値目標を下

げていくのはこれからの課題で、県全体の改修

事業とか新たに何か造ることについての数値目

標は来年度事業、まだまだそこまで議論されて

いないような話でした。これから設計に入る中

で、そういうものは刷り込まれる可能性はある

のでしょうか。 

足立芸術文化スポーツ振興課長 今の質問です

が、改修に向けて二酸化炭素をできるだけ削減

するとの目標を県として掲げています。今回の

企画振興部の県立総合文化センター改修につい

ては、土木建築部が施設管理部署です。天井工

事も土木建築部の工事費として予算執行します

が、 そこを管理する企画振興部の所管課として、

できるだけ施設を使いやすいようにしたい。休

館もするので、機能を高めるための付加工事を

どうするかという観点であり、二酸化炭素をど

れぐらい排出するかという観点は、この付加工

事の中には盛り込まれていないのが現状です。 

玉田委員 これからこの問題は本格的に議論さ

れ始めて、業務部門での削減量目標がどんどん



- 26 - 

出てくる中で、生活環境部が音頭を取って、い

ろんな事業に対してこれぐらい削減してくださ

いという。どういった形でするか分からないで

すが、もしそれが今の段階で組織横断的に議論

されているとすれば、将来的には各部が持って

いる、新規事業がどれくらい排出するかを計算

し、そのプラス・マイナス、出す分を今度どこ

で減らしていくのかとか、森林環境をどう育て

るとか、そういう総合的な話になってくると思

います。そういう議論がこれから起こっていく

べきだと思います。これは部長か政策企画課長

か、どっちか分からないですが、もし今の段階

での考えがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

大塚企画振興部長 玉田委員のおっしゃるとお

りだと思います。２０５０年に向け、いろんな

分野でこの取組を進めていかなければならない

という中で、庁舎あるいは施設のＣＯ２削減を

どうするか。ただ一方で今の感じとしては、や

はりこれから、技術の進歩を待たないといけな

い。今の技術の中で、できることはある意味限

られているが、意識としては委員おっしゃると

おり、そこはどんどん高めていく。情報を幅広

く取って、使えるものはどんどん使う中で、委

員おっしゃるように生活環境部が中心になるか

もしれません。我々はこれから、そういう議論

を今後ますます高めていかなければならないと

思います。 

森委員長 そのほか、委員の皆様からあります

か。 

堤委員 国際政策課の関係で、今ロシアとウク

ライナとの関係で非常に大変な状況になってき

ていますが、県として異文化の交流だとか、い

ろんな事業をされていますよね。そこで何らか

の影響が出ているのかが一つ。 

 大分県内にもそれぞれの国の方が住んでいる

と思います。住んでいると言うか、来ていると

思いますが、そういう方への対応、その辺りを

市町村と協働しながら対応しているのかを少し

教えてください。 

平川国際政策課長 まず、ロシアの侵略による

影響ですが、 日本へ来られたウクライナの方は、

１３日現在で４７人と報道があります。 その後、

徐々に増えてはいますが、大分県には今のとこ

ろ入っていません。それからウクライナ人の住

民も、まだ１人もいらっしゃらない状況です。

ただ先日、 別府市が受け入れると表明しました。

他の市町村からも御相談が最近寄せられてきて

います。ただし、国がまだ明確な対応方針等示

していません。 

 国は自治体等、あるいは民間企業が今支援体

制を組む中で、その情報を収集している段階で

す。 一元的に在留管理庁が情報を統括しており、

私どもはそこと常に連携を取りながら、まずは

情報収集に努めている段階です。 

 それから、 県内の外国人との共生については、

今度の新海外戦略の中でも多文化共生に力を入

れていくことにしています。具体的には、外国

人の住民の方を支援していただける国際交流団

体をネットワーク化することにより、外国人の

方が相談しやすい体制をつくったり、皆さんで

日本語を学んだりとかいう支援体制を構築して

いきたいと考えています。 

堤委員 ロシア、ウクライナ、ああいう侵略行

為があった中で、県のいろいろ文化的な事業に

対して、何か影響が出ていますか。 

平川国際政策課長 現在のところ、影響はまだ

出ていません。ただし若干気になるのが、ロシ

アの方が２３人県内にいます。他の県では、例

えば東京の銀座で、ロシア料理店がいたずらに

遭ったり、福岡でも何らかの影響が出ているよ

うなので、その辺りは特に気をつけて、国際交

流プラザ、外国人総合相談センターと連携しな

がら情報収集にも努めていきたいと思います。 

森委員長 そのほか、よろしいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 それでは、委員外議員の皆様、何か

ありますか。 

木田委員外議員 交通関係でお尋ねします。 

 資料的には５８ページの公共交通活性化に近

いか分かりませんが、ユニバーサルデザインタ

クシーはありますが、今回、ユニバーサルツー

リズムについて一般質問をしました。ホーバー

は車椅子対応になるとのことで、ではエアライ
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ナーはどうなんですかと。そこは答弁が観光局

だったので、それ以上質問しませんでしたが、

今回質問を考える中で、車椅子のリフト付きバ

スが県内にないのではないかなと思って、その

辺の状況を教えていただきたい。 

 調べると、他県ではリフト付きの観光バスが

走っていたりします。車椅子のまま上がって、

３台の車椅子がそのまま並べられるようなバス

もあって、大分はそういうのはないのではない

かと思います。それはやはり自治体か国の補助

があって、バス会社がそのようなバスを走らせ

ているものか、そういうところを教えていただ

きたいと思います。 

遠藤交通政策課長 議員御指摘のとおり、エア

ライナー等は下に荷物を入れる関係もあって、

なかなかノンステップは難しいので、車椅子対

応となるとリフトという選択肢にどうしてもな

ります。 

 そこで国も、今後空港と結ぶ陸路に対して、

リフト付きにする基準みたいなものを設ける動

きもあり、それに伴って国の補助制度ができる

のではないかと思っています。ただ、議員おっ

しゃるとおり、今エアライナーについてはリフ

トが付いているものはありません。 

 県内において、私も今、具体的な数字は把握

していませんが、観光バス等ではリフト付きの

ものがあると思います。ただ、一般的な乗合バ

スでは、 ないのではないかなと思っているので、

ホーバーはそうですが、陸路も非常に重要です

し、今後、国のそういう明確な基準ができてき

た場合には、その動きも踏まえ、我々としても

どういうことができるか、しっかり考えていき

たいと思っています。 

木田委員外議員 ありがとうございます。観光

バスで貸切バス専門の会社だと思いますが、リ

フト付きのバスがあるので、それは企業努力で

導入されたということでしょうね。 

 一般質問でも言いましたが、ＡＮＡがユニバ

ーサルＭａａＳの動きを始めているとのことで、

そうなると、大分空港からホーバーで行き来は

大丈夫になりますが、もし予約していて欠航に

なったとき困りますよね。やっぱりそれを考え

ると、さきほどの国で検討している空港を結ぶ

ライナーに車椅子リフトを付ける対応が急がれ

る課題になると思うので、その辺ぜひよろしく

お願いします。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに質疑もないので、これで質疑

を終わります。 

 それでは、本案のうち本委員会関係部分につ

いて、さきほど審査した各局及び総務部関係を

含め、一括して採決します。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

  〔「異議あり」と言う者あり〕 

森委員長 御異議があるので、挙手により採決

します。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに賛成

の方は挙手願います。 

  〔賛成者挙手〕 

森委員長 賛成多数です。 

 よって、本案のうち本委員会関係部分につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、付託外案件の審査に入ります。 

 議長から回付されている陳情３９についてで

すが、総務部行政企画課にも同席いただいてい

ることを申し添えます。 

それでは、執行部の説明を求めます。 

藤川おおいた創生推進課長  陳情文書表の４ペ

ージをお開きください。 

 本陳情は、次の４点について県民への説明責

任を果たすことを求めるものです。 

 １点目は、会計検査院実地検査における不当 

指摘など１期、２期全ての大分県版地方創生の

検証・総括についてです。 

 ２点目は、県議会議員の皆様に対して、自ら

の選挙区における各市町村が策定した総合戦略

が、まち・ひと・しごと創生法等に準拠してい

るかについて、検証報告を求めるものです。 
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 ３点目は、大分県版地方創生に協力している

事業者の公表についてです。 

 ４点目は、令和２年度の包括外部監査結果報

告についてです。まず、当課に関係する１点目

と３点目について説明します。 

 １点目、平成２７年度の地方創生交付金の一

部が会計検査院より指摘を受けた件については、

令和元年第２回定例会で説明しています。また

第１期総合戦略の検証、総括については、令和

２年第２回定例会に同じ内容の陳情が提出され

ていて、総務企画委員会において御審議いただ

いているので、説明を省略します。 

 現在進行中の第２期総合戦略に基づく施策に

ついては、長期総合計画の推進にあたる安心・

活力・発展プラン２０１５推進委員会において

毎年度検証、総括を行っており、会議の概要は

県庁ホームページで公開しています。  

 ３点目の大分県版地方創生に協力している事

業者の公表についてですが、まち・ひと・しご

と創生法第５条に定められた事業者の協力は努

力規定であり、義務ではありません。県に対し

ても、そうした事業者を把握する義務、公表す

る義務ともに課されておらず、内閣府が策定し

たガイドライン等でも求められていません。 

 なお、地方創生に主体的に取り組んでいる事

業者が、自らのホームページ等で取組内容を公

表している場合もあるので、そういった事例を

御確認いただきたいと考えています。 

比護行政企画課長 続いて、４点目について、

包括外部監査制度を所管している総務部行政企

画課から補足説明します。 

 この監査は地方自治法に基づき、毎年度、包

括外部監査人がテーマを決めて、関連する財務

事務の執行や事業の経営管理について、事業等

の担当部局に対し実施するものです。 

 監査の結果については、包括外部監査人から 

議会、監査委員及び各担当部局に報告されてい

ます。そして、報告における指摘事項について

は、各担当部局が措置を講じ、その内容を監査

委員に通知し、監査委員が毎年度その内容を取

りまとめて公表することになっています。令和

２年度は雇用労働政策に関係する事務の執行及

び事業の管理をテーマに監査が実施され、昨年

３月にその結果が監査人から議会、監査委員及

び各担当部局に報告されました。そして、各担

当部局は必要な措置を講じ、その内容を監査委

員に通知し、監査委員がその内容を本年２月に

公表しています。 

森委員長 この陳情について、御意見等はあり

ませんか。 

堤委員 今日も後ろに陳情者が、本当に頑張っ

て来ていますが、昨年１２月議会のものと中身

が違うよね。若干ダブるところがありますが。 

 それで、今簡単なその説明がありましたが、

一番に検証総括で関係者の処罰を含むと文言が

あるようですが、さきほどの説明であれば処罰

するような中身ではないと、報告をちゃんとし

ているということでいいのかな。処罰を含むと

いう文言が入っている以上、その辺のなぜかと

いうのをはっきり言っていただきたいなと思い

ます。それをちょっと聞かせてください。 

比護行政企画課長 御質問いただいた包括外部

監査結果報告に関しての不備事項に関する措置

状況ですが、各事業に細かく各項目があるんで

すね。その各項目について指摘をし、こういっ

たことをやりましたと部局で取りまとめて、そ

れを知事名で監査委員に報告しています。それ

をさらに監査委員事務局で取りまとめているの

で、中身については知事も見た上で、適正なも

のであろうとのことで報告して、それを基に皆

様にも広く公開しています。 

堤委員 確かに、本人はなかなか納得ができて

いないのでしょう。当然、県執行部としても話

はしていると思うんですよ、多分。（「してな

い」と言う者あり）してないという意思表示を

しているようですが、その辺は本当に大変だろ

うけれども、執行部としても、本人の意向とそ

ういう状況は、これからもちゃんと聞くように

ぜひしてください。 その点よろしくお願します。 

森委員長 そのほか、ありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかにないようなので、以上で陳情
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について終わります。次に、執行部から報告の

申出があるので、これを許します。 

 ①から③について、続けて説明をお願いしま

す。 

平川国際政策課長 お手元の総務企画委員会資

料の１ページを御覧ください。次期大分県海外

戦略について説明します。 

 昨年１２月議会の本委員会において、次期海

外戦略案として報告しましたが、その後に実施

したパブリックコメント等で幅広く意見を伺い、

多文化共生に関する市町村職員の育成などの修

正を加えました。 

 策定の主なポイントとして、まず戦略１海外

の活力を取り込むの（６）になりますが、政府

間連携等を基軸とした新たな海外展開支援を行

います。これは、民間事業者等のニーズを踏ま

え、海外政府機関との覚書――いわゆるＭＯＵ

を活用して、企業の海外展開等をはじめとした

幅広い分野での交流を支援していくものです。

戦略策定にさき立ち、今月１日には早速、英国 

・ウェールズ政府とスポーツや芸術文化、教育

などを主要な交流分野とするＭＯＵを締結しま

した。今後も、他の国、地域との交流の可能性

を検討していきます。 

 また、少子高齢化や人口減少が進む中で、外

国人材に対するニーズ増大等を踏まえ、新たな

柱として戦略３多文化共生の推進を加えました。

具体的には、（１）コミュニケーション支援と

して、日本語教育ボランティアのスキルアップ

支援や市町村の日本語教室設置に係る支援を行

うとともに、（２）生活支援として、国際交流

団体のネットワーク化を通じて、団体ごとの事

例、支援ノウハウの共有を行い、国際交流団体

が外国人住民を支援しやすい体制を構築します。 

 今後は、来年度から向こう３か年を計画期間

とする次期海外戦略に基づき、コロナ後の反転

攻勢に向け、新たな取組を進めていきます。 

 最後に、ウクライナについてです。既に燃料

価格の高騰による影響が出ていますが、ウクラ

イナやロシアは、小麦、トウモロコシ、レアア

ース等の主要な産地でもあることから、今後、

県民生活や企業活動に大きな影響が生じること

が懸念されます。県としても、しっかり情勢を

注視していきます。また、政府が表明した避難

民の受入については、現時点で国からの詳細な

情報はありませんが、仮に本県に受入れの要請

があれば、人道的な観点に基づき、国や市町村

等と連携しながらしっかりと対応していきます。 

 なお、県内の在留外国人については、さきほ

ども申し上げたとおりウクライナ国籍の方はい

らっしゃいません。 

足立芸術文化スポーツ振興課長  資料の２ペー

ジをお開きください。 

 本年度、日中韓の３か国で取り組む東アジア

文化都市事業については、昨年１２月７日に大

分県実行委員会を立ち上げ、本県での事業を進

めています。 

 資料の左側に今年度の状況を記載しています。

１月２４日には第２回実行委員会を開催して、

ロゴマークを決定するとともに、ウェブサイト

もオープンしたところです。今月１日からは、

ロゴマークをメインにしたシティドレッシング

を大分駅のデジタルサイネージや駅北側ロータ

リーの柱巻きなどを行って、機運醸成を行って

いるところです。参考までに３ページにその関

連写真を掲載しています。 

 ２ページの資料に戻っていただき、⑧から⑩

に記載の中国、韓国の開幕式典ですけれども、

今月１６日に予定されていた温州市と２８日の

済南市の式典については、３月開催の延期とい

うことで先方から連絡があったところです。韓

国慶州市は、オンライン開催ということで、大

分県からは動画を送って、大分県の紹介を行う

こととしています。 

 続いて、右側の令和４年度ですが、②の５月 

２２日に、別府ビーコンプラザにおいて大分県 

の開幕式典を開催したいと考えています。 

 開幕式典では中国、韓国の代表挨拶のほか、

開幕記念として、マルタ・アルゲリッチさんに

よる特別演奏を予定しています。このほか、交

流行事として、県内や中国、韓国の芸術文化団

体の公演を実施したいと考えています。また、

会場には、市町村や中韓開催都市のブースを設

けて、交流の場をつくっていきたいと考えてい
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ます。６月以降は③のとおり、コア事業と連携

事業の取組を進め、都市間交流事業を積極的に

展開していきます。 

 県内の芸術文化団体に対しては、右下の四角

囲みにあるとおり、１団体当たり１００万円上

限などの支援制度も設け、様々な団体の活動を

しっかりと後押したいと思います。こうした県

民総参加での取組を推進しながら、東アジア文

化都市の大分県として、伝統の継承や新たな文

化を創造するなど、創造県おおいたの実現を図

っていきます。 

森委員長 申し訳ありません。諸事情で暫時休

憩します。 

          午後４時０６分 休憩 

          ――――――――――― 

          午後４時１２分 再開 

森委員長 お待たせしました。それでは、委員

会を再開します。 

藤川おおいた創生推進課長  私からは、令和３

年１０月１日の推計人口と令和２年国政調査結

果のポイントについて説明します。資料は４ペ

ージを御覧ください。 

 令和３年１０月１日の推計人口です。令和２

年の１０月１日現在で国勢調査が行われ、それ

から１年後の人口となりますが１１１万３，７

４９人で、この１年間で１万人を超える減少と

なりました。 

 内訳ですが、自然増減は７，７６８人減少し

前年より１，１０３人悪化しました。さらに内

訳を見ますと、出生数は７，３１７人で３８９

人の減少です。要因は左下の自然動態の減少要

因に書いていますが、コロナにより妊娠届が前

年に比べ５％減少したことや令和元年が令和婚

ということで婚姻数が多かったのですけれども、

令和２年はその反動等もあって減少したことな

どが、主な要因と考えています。 

 社会増減は２，３３５人の減少で、前年より

４４８人の改善となりました。社会増減の内訳

ですが、右側のグラフを御覧ください。これは

日本人と外国人に分解しています。日本人の社

会増減については、転出超過の状態が続いてい

るものの平成３０年に３，６１７人だった転出

超過が、令和３年には１，４５４人と３年で２，

１６３人の改善となりました。 

 その下の外国人が、令和元年には１，４２４

人の転入超過でしたが、コロナにより留学生や

技能実習生の転出とか入国ができない状況が続

いたことで、令和２年から転出超過に転じ、令

和３年は８８１人の転出超過となり２年で２，

３０５人悪化しました。こうしたことが、転出

超過の改善が思うように進まず小幅にとどまっ

た原因と考えています。外国人については、３

月１日から水際対策が緩和され、国全体で５月

末までに１１万人の留学生が入国するという情

報がありますので、この部分についてはそれな

りに改善してくると思っています。 

 次の５ページをお願いします。令和２年国勢

調査結果のポイントです。 

 左上のグラフが全国の総人口の推移、右上が

本県人口の推移です。両グラフを比較すると、

本県人口は、特に直近１０年の減少率が拡大し

ています。 

 その要因が左下のグラフにありますが、直近

１０年間の傾向を自然増減と社会増減に分けて、

福岡と沖縄を除く九州平均と比較したものを横

に並べています。赤の折れ線が本県で、青が九

州平均を示しており、自然増減の減少率が九州

平均を下回る一方、社会増減は九州平均を上回

っています。 

 自然増減が下回っている要因ですが、その下

のグラフに、総人口に占める出生者数、死亡者

数の割合を示していますけれども、この出生者

数が九州平均よりも少ない、かつ最近は格差が 

拡大していることが主な原因と考えています。 

 次の６ページを御覧ください。出生者数が減

少する要因の一つに若年女性――２０代から３

０代の女性人口減が根底にあるんですけれども、

この左のグラフは本県の女性人口推移ですが、

令和２年の国勢調査では９万８千人で、前回平

成２７年調査の１１万４千人と比べて１万６千

人、率にして１４．６％と大きく減少していま

す。これは、この世代の生まれた当時の出生数

が少なかったこと、減少していたこと加え、右

側の円グラフにあるとおり、都市部、特に福岡
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県、東京都への転出が拡大したことが主な原因

と考えられます。 

 その下のグラフは、若年女性人口の増減率を

大分県内の市町村別に示したものです。御覧い

ただいて分かるとおり、増加しているのは豊後

高田市のみで、他の市町村は全て減少していま

す。 一番左に、全国平均のマイナス８．１％と

書いていますが、このマイナス８．１％は豊後

高田市以外の全ての市町村で下回っているとい

う状況です。豊後高田市が、若年女性の人口増

加できている原因としては、移住定住の促進と

か子育て世帯の転入に成功していること、さら

に自動車関連産業の誘致も大きく影響している

と考えています。 

 次の７ページをお願いします。これは九州内

の市町村の人口増減率を色で分類しているもの

ですが、赤い暖色系が人口増加、青い寒色系が

人口減少を示しています。右下にざっくりとま

とめて書いていますが、人口増加となった市町

村の多くは、都市のベッドタウンであるとか、

企業誘致に成功しているという特徴があります。

例えば宮崎市では、中心市街地の空き店舗に３

千人の雇用を生む“マチナカ３０００プロジェ

クト”を２０１５年に開始しており、ＩＣＴ関

連企業の誘致等を進めた結果、２０２０年まで

に２，８００人の雇用が生み出された。やはり

こうした若者雇用の場の確保が大切だと考えて

います。 

森委員長 以上で説明は終わりました。 

 何か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 委員外議員の方はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別に御質疑もないので、これで諸般

の報告を終わります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかにないようなので、最後に私か

ら一言御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

  〔企画振興部長挨拶〕 

森委員長 退職される方からも一言お願いしま

す。 

  〔退職予定者挨拶〕 

森委員長 以上をもって企画振興部関係の審査

を終わります。 

 執行部はお疲れ様でした。 

 

  〔委員外議員、企画振興部退室〕 

 

森委員長 これより内部協議に入ります。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 別にないようなので、最後に私から

一言御挨拶を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

森委員長 これをもって本日の委員会を終わり

ます。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 


